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南海ﾄﾗﾌ巨大
地震 

首都直下 
地震 

その
他強
振動 
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模地
滑り 

暴風 
火山
噴火 

太陽
ﾌﾚｱ 

地震 津波 地震 津波 

火力発電設備 ○ ○ ○ ○ ○ 

水力発電
設備 

ダム ○ ○ ○ ○ ○ 

水路等 ○ ○ 

基幹送電設備 
(17万V以上) 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

基幹変電設備 
(17万V以上) 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 報告概要 

ご報告内容 

Ⅰ(1) 

Ⅰ(2)※ Ⅲ Ⅳ 

Ⅵ 

Ⅴ(1) 

Ⅴ(2) 

※送変電設備の耐震性評価については、実績等に基づくマクロ評価を実施。今後、代表設備による妥当性確認を行う。 
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Ⅰ 南海トラフ巨大地震および首都直下地震 

  （１）火力発電設備 

  （２）送電設備、変電設備 

Ⅱ 自然災害発生時の復旧迅速化対策 

Ⅲ 集中豪雨 

Ⅳ 暴風（竜巻、台風等） 

Ⅴ 大規模火山噴火 

  （１）火力発電設備 

  （２）送電設備、変電設備 

Ⅵ 太陽フレアに伴う磁気嵐 

 目 次 



電気事業者は、従来より被害の実績や中央防災会議の被害想定等※を踏まえて、電気設備の耐
震・津波対策を進めてきた。 
 
 
一方、先般、中央防災会議が既往最大を超える最大クラスを想定した南海トラフ巨大地震や新た
な首都直下地震想定を発表し、これらに対しては人命確保、減災対策、復旧迅速化等を講じるべき
旨の方針が示されている。 
今回、電気設備自然災害等対策WGの検討内容に基づき、中央防災会議の方針も踏まえ、これら
南海トラフ巨大地震および首都直下地震に対する電気設備の耐性を検討した。 

 

経緯 取組内容 

平成７年～ 兵庫県南部地震（経験） 

電気設備防災対策検討会（平成7年度) 

 防災基本計画（平成７年７月中央防災会議決定）における今後の構造物、
施設等の耐震性確保についての考え方を踏襲し、「耐震性区分Ⅰ」と「耐震
性区分Ⅱ」の２つに電力設備を区分し耐震性の確保を図ることとした 

 

平成１５年～ 

平成１７年～ 

中央防災会議 
 東海・東南海・南海地震（想定） 
 首都直下地震（想定） 

 各社の被害想定や設備の実態を考慮した各種対策を実施 

平成２３年～ 東北地方太平洋沖地震（経験） 

電気設備地震対策ＷＧ（平成23年度） 
 津波への対応に関する電気設備の区分についても、地震と同様な区分を
設定し、東北地方太平洋沖地震により得られた知見をもとに、復旧迅速化に
資するマニュアルの整備等、より具体的なソフト対策を検討 

平成２５年～ 
南海トラフ巨大地震・首都直下地震 
（想定） 

電気設備自然災害等対策ＷＧ（今回） 
 南海トラフ巨大地震、首都直下地震による地震動および津波に対する電気
設備の耐性評価および復旧迅速化策を検討 

＜これまでの経緯と取組内容＞ 

※ 至近では、平成7年兵庫県南部地震や平成23年東北地方太平洋沖地震などの被害実績および、中央防
災会議の平成15年東海・東南海・南海想定地震や平成17年首都直下想定地震の想定など。 
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地震動・津波のレベル

設備区分Ⅰ 設備区分Ⅱ 想定地震

ダム、油タンク

LNGタンク

発電設備、17万V以上の
変電設備・送電設備 等

南海トラフ

巨大地震
首都直下地震

一般的な地震動

頻度の高い津波

（供用期間中に1～2度程度発生）

機能に重大な支障が

生じないこと（機能維持）

機能に重大な支障が

生じないこと（機能維持）

高レベルの地震動

（発生確率は低いが

高レベルの地震動）

最大クラスの津波

（発生が極めてまれである

最大クラスの津波）

・人命に重大な影響を

与えないこと

（公衆安全の確保）

・人命に重大な影響を

与えないよう類似の

コンビナート等との

整合をとった対策

・代替性の確保等により

総合的にシステムの

機能が確保されること

・個々の設備の重要度

等を踏まえ、復旧の迅

速化を図るための対応

・減災対策等による影響

の緩和

地
震
の
頻
度
と
規
模

人命確保、減災、復旧迅速化

 既往最大を超える最大クラスを想定した南海トラフ巨大地震等に対しては、中央防災会議の
方針や広域的な被害が想定される観点も踏まえ、人命確保、減災、復旧迅速化についてソフト
対策を主眼に検討。

南海トラフ巨大地震 M9クラス
（数千年以上に一度もしくは予測不能）

東北地方太平洋沖地震 M9クラス
（600年程度）

大正関東地震型 M8クラス
(当面発生する可能性は低い)

Ⅰ 地震動・津波に対する設備の耐性区分と想定地震の位置づけ 4

都区部直下 M７クラス
(30年間に70%)

東海・東南海・南海地震
（2003年中央防災会議）

M8クラス
（30年間に70%）
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ケース選定の基本的考え方

今回の検討においては

、各設備の所在位置に

おける最大浸水深（地

震動）に基づき、個別に

設備被害を想定してい

る（地点により選定する

ケースが異なる）ため、

起こりえる最大ケース以

上の過酷な条件となる

Ⅰ 地震動・津波ケース選定の考え方

検討対象 根拠データ 基本的な考え方

南海トラフ
巨大地震

内閣府想定また
は自治体想定

根拠データのうち、各設備の所在地点において、以下に基づきケースを選定
（地震）震度が最大となるケース
（津波）浸水深が最大となるケース

首都直下地震
内閣府想定また
は自治体想定

根拠データのうち、各設備の所在地点において、以下に基づきケースを選定
（地震）震度が最大となるケース
（津波）浸水深が最大となるケース

津波の例

※

※火力発電設備の場合であり、送変電設備については今後詳細検討
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Ⅰ 南海トラフ巨大地震および首都直下地震

（１）火力発電設備

（２）送電設備、変電設備

Ⅱ 自然災害発生時の復旧迅速化対策

Ⅲ 集中豪雨

Ⅳ 暴風（竜巻、台風等）

Ⅴ 大規模火山噴火

（１）火力発電設備

（２）送電設備、変電設備

Ⅵ 太陽フレアに伴う磁気嵐

目 次



Ⅰ（１）概要（耐性評価の考え方と前提条件）①

 耐性評価および被害想定の考え方

・火力発電設備は、ボイラー、タービン・発電機等の主要設備や、建物、ポンプ
、ファン、モータ、制御盤等の付属設備など、多種多様な設備でシステム構成
されており、全てが健全な状態において発電が可能。

・したがって、発電システム全体を包括的に耐性評価することを前提とし、兵庫
県南部地震や東北地方太平洋沖地震等での地震動（震度階）や、津波による浸
水深に応じた被害実績と、発電再開までの復旧期間の相関を分析し、耐性評価
の基準を作成。

・また、他法令の基準等に基づいて設置されている設備もあり、それら関係機関
の設備の被害実績等も用いて評価。

・ 耐性評価の基準を基に、各社において被害が最大となるケースで被害を想定。

 被害想定の具体的手順

・ 対象となる自然災害（南海トラフ巨大地震、首都直下地震）に対して、
内閣府や各自治体で想定している地震動（震度階）と津波による浸水深を
用い、被害想定を実施。

（評価手順 例）

① 内閣府、自治体の公表データ（それに基づく詳細データ）を入手。

② 発電所の地点データより、敷地内での該当の震度階、浸水深を読み取り。

③ 実績に基づき作成した評価基準から、被害レベルと復旧期間を想定。
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Ⅰ（１）概要（耐性評価の考え方と前提条件）②

 耐性評価に用いた想定地震および想定津波のケース

・ 耐性評価にあたっては、中央防災会議の評価条件が明らかになっている想定地震動および想
定津波ケース※から、各社ごとで被害が最も過酷となるケースを用いた。なお、自治体が独自の想
定を公表している場合はそれを用いることも可能とした。

会社
南海トラフ巨大地震 首都直下地震

地震動 津波 地震動 津波

東京 ・内閣府 ［経験的手法］ ・内閣府 ［ケース①］ ・大正関東 ・大正関東

中部 ・内閣府 ［陸側ケース］ ・内閣府 ［ケース⑦］ － －

北陸 ・内閣府 ［経験的手法］ － － －

関西
・自治体 [大阪府、

和歌山県、兵庫県]
・内閣府 ［陸側ケース］

・自治体 [大阪府、
和歌山県、兵庫県] － －

中国
・自治体 [広島県]
・内閣府 ［経験的手法］

・内閣府 ［ケース⑤］
－ －

四国
・自治体 [徳島県、

香川県、愛媛県]
・自治体 [徳島県、

香川県、愛媛県]
－ －

九州 ・内閣府 ［経験的手法］ ・内閣府 ［ケース⑪］ － －

電源開発
・自治体

[徳島県、兵庫県、広島県]
・内閣府 ［経験的手法］

・自治体
[徳島県、兵庫県、広島県]

・内閣府 ［ケース①⑪］
・大正関東 ・大正関東

＜各社が用いた主な想定ケース＞

※ 南海トラフ巨大地震（地震動：5ケース、津波：11ケース）、首都直下地震（M7クラス19ケース＋M8クラス大正
関東地震）
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■ 設備区分Ⅰ（燃料油タンク、LNGタンク）の

地震動に対する耐性評価
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Ⅰ（１）設備区分Ⅰ 地震動に対する耐性評価基準

・ 設備区分Ⅰについては実績の震度階までは耐震性を有している。 実績を超える震度7が想定される地点のLNG
タンクの評価については、高圧ガス保安法において現行基準の課題検討を含めた耐震基準の見直しが議論されて
おり、これらに準じて対応。

燃
料
油
タ
ン
ク

震度7 震度6強 震度6弱 震度5強

Ｌ
Ｎ
Ｇ
タ
ン
ク

消防庁報告「東日本大震災を踏まえた危険物施設等の地震・津波対策のあり方に係る検討報告書（H23年12月）」等にお
いて、震度5強以下～震度7までの地震動に対し、特定タンクの被害は，耐震基準に未適合の浮き屋根を除き、タンク本
体の機能を損なう被害は無かったことが報告されている。（耐震基準未適合の浮き屋根は、平成29年3月までの改修が
求められている。）

<耐性評価の考え方>

<東北地方太平洋沖地震の影響を受けた代表的な実績>

【a基地】 【b基地】
【c基地】
【d基地】（震度４）

【A発電所】
【B発電所】
【C発電所】

【D発電所】
【E発電所】

設 備 実績に基づく耐性評価

燃料油タンク タンクの側板座屈、浮き上がりなど、地震動による特定屋外貯蔵タンク本体機能への被害は見られない。

LNGタンク 震度6強においてタンク本体機能など主要設備への被害は見られない。

ガス安全小委員会災害対策ＷＧ報告「東日本大震災を踏まえた都市ガス供給の災害対策検討報
告書（H24年3月）」等において、地震発生後、配管フランジ部の微量ガス漏洩等があったが、製造設
備については高レベルな最大加速度でも、製造設備等耐震設計指針に基づき設置されたLNG貯槽
など主要な設備に被害は無く、指針の妥当性が確認されたことが報告されている。

震度5弱以下

：電力以外の他事業者の実績範囲 ：電力関連の実績
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評価基準
震度７までの地震動に対し、タンクの側板座屈、浮き上がりなど本体機
能を損なうことなく耐震性を有している。（なお、耐震基準に未適合の浮
き屋根は、平成29年3月までに改修を実施。）

評
価
結
果

震度階 7 6強 6弱 5強以下

発電所数 計 10 7 5 26
東京電力 0 0 0 6
中部電力 5 0 0 0
北陸電力 0 0 0 5
関西電力 2 0 4 2
中国電力 0 3 1 3
四国電力 2 2 0 0
九州電力 0 0 0 7
電源開発 1 2 0 3
総計 48

Ⅰ（１）設備区分Ⅰ 南海トラフ巨大地震の地震動による被害想定結果①

 燃料油タンク

・耐性評価基準に基づき、対象各社の被害が最も過酷なケースを集計すると下表のとおり。
・重大な被害は無いものと想定され、人命に重大な影響は与えない。

11

（単位：箇所、油タンクを設置する火力発電所数）



評価基準 震度６強までの地震動に対し、タンク本体機能を損なうことなく耐震性を有している。

評
価
結
果

震度階 7 6強 6弱 5強以下

基地数 計 0 3 1 6

東京電力 0 0 0 5

中部電力 0 2 0 1

北陸電力 0 0 0 0

関西電力 0 1 0 0

中国電力 0 0 1 0

四国電力 0 0 0 0

九州電力 0 0 0 0

電源開発 0 0 0 0

総計 10

 ＬＮＧタンク（電気事業法に係るもの）

・ 耐性評価基準に基づき、対象各社の被害が最も過酷なケースを集計すると下表のとおり。

・ すべて6強以下であり、重大な被害は無いものと想定され、人命に重大な影響は与えない。

・ 電力各社がＬＮＧ供給を受けている高圧ガス保安法およびガス事業法に係る基地事業者（全10箇所）への耐性の確認結果、震度7エリ
アにある基地1箇所が、高圧ガス保安法の検討に準じて今後評価、対応することを確認。その他9箇所は震度6強以下。

・ なお、当該震度7の基地からLNGの供給を受けている発電所は他の複数の基地からも供給を受けており、万一当該基地からの供給
が被災した場合には、他の基地からの供給調整を実施するなど、可能な限り供給力の確保に努める。

12Ⅰ（１）設備区分Ⅰ 南海トラフ巨大地震の地震動による被害想定結果②

（単位：箇所、LNG基地数）



 燃料油タンク

・耐性評価基準に基づき、対象各社の被害が最も過酷なケースを集計すると下表のとおり。

・重大な被害は無いものと想定され、人命に重大な影響は与えない。

評価基準

震度７までの地震動に対し、タンクの側板座屈、浮き上がりなど本体機能
を損なうことなく耐震性を有している。

（なお、耐震基準に未適合の浮き屋根は、平成29年3月までに改修を実
施。）

評
価
結
果

震度階 7 6強 6弱 5強以下

発電所数 計 1 2 1 3
東京電力 0 2 1 3
電源開発 1 0 0 0
総計 7

Ⅰ（１）設備区分Ⅰ 首都直下地震の地震動による被害想定結果①

（単位：箇所、油タンクを設置する火力発電所数）
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評価基準
震度６強までの地震動に対し、タンク本体機能を損なうことなく耐震性を
有している。

評
価
結
果

震度階 7 6強 6弱 5強以下

基地数 計 1 2 2 0
東京電力 1※ 2 2 0
電源開発 0 0 0 0
総計 5

 ＬＮＧタンク（電気事業法に係るもの）

・ 耐性評価基準に基づき、対象各社の被害が最も過酷なケースを集計すると下表のとおり。

・ 震度6強以下のタンクについては重大な被害は無いものと想定され、人命に重大な影響は与えない。

・ 実績を超える震度7が想定される地点のLNGタンクの評価については、高圧ガス保安法において現

行基準の課題検討を含めた耐震基準の見直しが議論されており、これらに準じて対応。

14

（単位：箇所、LNG基地数）

Ⅰ（１）設備区分Ⅰ 首都直下地震の地震動による被害想定結果②

・ 東京電力がＬＮＧ供給を受けているガス事業法に係る基地事業者（全2箇所）への耐性の確認結果、震度7エリアにある基地1箇所が、
高圧ガス保安法の検討に準じて今後評価、対応することを確認。その他1箇所は震度6強以下。

・ 震度7の基地（上表1箇所、上表以外1箇所）からLNGを供給されている発電所は、出力が100万kW程度（東京電力の火力発電所出力
計の約3%）と比較的影響が小さく、全体供給力とのバランスを見極めた上で可能な限り供給力の確保に努める。

※タンク数は1基



■ 設備区分Ⅰ（燃料油タンク、LNGタンク）の

津波に対する耐性評価

15



<東北地方太平洋沖地震の被害実績>

タンク・配管ともに被害なし（１１６基）

タンクは被害なし、配管は被害あり（６０基）

タンク・配管ともに被害あり（６８基）

「東日本大震災を踏まえた危険物施設等の地震・津波対策のあり方に係る検討報告書(平成２３年１２月消防庁危険物保安室・特殊災害室）」より

<耐性評価の考え方>

被害レベル レベルＡ レベルＢ

被害の程度

タンク本体の移動等や配管の損傷から、大量の油が
漏洩する懸念がある。

浸水しても影響がない、又はタンク元弁の緊急閉
止対策やタンク本体の移動防止対策により大量の油
が漏洩する懸念はない。

南海トラフ巨大地震・首都直下地震において、浸水が想定されるLNGタンクはない。

・ 3m以上の浸水がある場合、タンク本体や配管が損傷する可能性が高くなる。
・ 消防庁提供のツールでタンクの被害予測と対策の実施。タンク元弁の緊急閉止対策等を実施（3m以上の浸水）。

16

 燃料油タンク

 LNGタンク（電気事業法に係るもの）

Ⅰ（１）設備区分Ⅰ 津波に対する耐性評価基準



 燃料油タンク
・ 耐性評価基準に基づき、対象各社の被害が最も過酷となるケースを集計すると下表のとおり。
・ 8箇所の浸水が想定されるが、平成24年消防庁通知に基づく評価基準に記載の対策を実施済
みであり、人命に大きな影響を与えない。

Ⅰ（１）設備区分Ⅰ 南海トラフ巨大地震の津波による被害想定結果

評
価
基
準

被害レベル レベルＡ レベルＢ

被害の程度
タンク本体の移動等や配管の

損傷から、大量の油が漏洩す
る懸念がある。

浸水しても影響がない、又はタンク元弁の緊
急閉止対策やタンク本体の移動防止対策によ
り大量の油が漏洩する懸念はない。

評
価
結
果

発電所数 計 0 8

東京電力 0 0

中部電力 0 2

北陸電力 0 0

関西電力 0 2

中国電力 0 0

四国電力 0 3

九州電力 0 0

電源開発 0 1

総計 48 （浸水しない発電所[40箇所]を含む）

（単位：箇所、油タンクを設置する火力発電所数）

 ＬＮＧタンク（電気事業法に係るもの）
・ 対象各社の被害が最も過酷となる想定を集計しても、ＬＮＧ基地（全10箇所）のタンクは、浸水し
ない想定であり、人命に重大な影響を与えない。

17



 ＬＮＧタンク（電気事業法に係るもの）

・ 対象各社の最も被害が過酷となるケースを集計しても、ＬＮＧ基地（全５箇所）のタン

クは浸水しない想定であり、人命に重大な影響を与えない。

18Ⅰ（１）設備区分Ⅰ 首都直下地震の津波による被害想定結果

 燃料油タンク

・ 対象各社の最も被害が過酷となるケースを集計しても、火力発電所（全７箇所）の燃

料油タンクは浸水しない想定であり、人命に重大な影響を与えない。



■ 設備区分Ⅱ（ﾎﾞｲﾗｰ、ﾀｰﾋﾞﾝ等発電設備）の

地震動に対する耐性評価

19



Ⅰ（１）設備区分Ⅱ 地震動に対する耐性評価基準

被害レベル レベルＡ レベルB レベルＣ

被害の程度
ボイラー鉄骨やタービン建屋鉄骨に塑
性変形等大規模な被害が発生する可
能性有。

ボイラー過熱管等に中規模な被害が
発生。また、鉄骨に軽微な塑性変形が
発生する可能性有。

ボイラー過熱管等を含め小規模な被
害が発生、もしくは、被害なし。

復旧期間

の目安

1ヶ月程度以上 １ヶ月程度以内 1週間程度以内もしくは運転継続

復旧の概要
・被害レベルＢの復旧内容に加え、塑
性変形した本体構造物の修理等に
相当の期間が必要。

・被害状況を点検し、ボイラ過熱管等
の部品の交換、または可能な範囲で
代替部品での応急的な修理で復旧。

・点検や応急的な修理により早期に復
旧。

<耐性評価の考え方>

<東北地方太平洋沖地震の代表的な被害実績>

被害状況が運転に支障のない程度で
あれば運転を継続

20

ユニットが複数ある発電所は、復旧作業
の輻輳状況等に応じた復旧期間が必要

ユニットが複数ある発電所は、復旧作業
の輻輳状況等に応じた復旧期間が必要

【D発電所】
■約２週間で運転再開
【E発電所】
■約１週間で運転再開

震度6弱 震度5強以下

【B発電所】
■約１か月で運転再開

〔津波被害もあったが
軽微〕

当日・翌日運転再開もしくは、運転継続ユニット
多数あり。

【A発電所】
■約４ヶ月で運転再開
〔ボイラー鉄骨が

一部塑性変形〕

参考：兵庫県南部地震

震度6強

【A発電所】

■被害状況から地震のみ
であれば復旧期間は約
１か月程度と想定(運炭
関連設備含む) 。

〔 津波被害もあり、実運
転再開は約9ヶ月後〕

震度７

【C発電所】
■約１か月で運転再開
〔津波被害なし〕

【A発電所】
〔運炭設備の機能を喪
失する被害なし〕

参考：能登半島地震



・耐性評価基準に基づき、対象各社の被害が最も過酷となるケースを集計すると、8割超（発
電出力ベース）の発電所が1ヶ月程度以内で順次復旧。

・また、約2割の発電所はさらに大きな被害が想定され、1ヶ月程度以上の復旧期間が必要。

・被害範囲やユニット数に応じて更なる復旧期間を要する可能性も考えられるため、各社の
設備実態ならびに被害想定に応じた復旧迅速化策を講じる事により、可能な限り早期の供給
力確保に努める。

評
価
基
準

被害レベル レベルＡ レベルB レベルＣ

被害の程度

ボイラー鉄骨やタービ
ン建屋鉄骨に塑性変形
等大規模な被害が発生
する可能性有。

ボイラー過熱管等に中規模
な被害が発生。また、鉄骨に
軽微な塑性変形が発生する
可能性有。

ボイラー過熱管等に小規模な
被害が発生、もしくは被害なし。

復旧期間の目安 1か月程度以上 １か月程度以内 1週間程度以内もしくは運転継続

想
定
結
果

震度階 7 6強 6弱 5強以下

発電所数

（全70箇所）
11 [6]※1 12 10 37

発電出力

（計12,012万kW※2）
2,162 [882] ※1 1,851 1,327 6,673

出力割合※3 18% [7%]※1 15% 11% 56%

※1 地震動に加え、[ ]の6発電所は津波によるレベルA（復旧期間４ヶ月程度以上）の被害も発生。（再掲）
※2 四捨五入の関係で計が合わない。
※3 電力7社と電源開発の火力発電所出力合計に対する、被害が想定される火力発電所出力の単純合計の割合。

（起こりえる最大ケースよりも過酷な条件での結果となることに留意が必要）

Ⅰ（１）設備区分Ⅱ 南海トラフ巨大地震の地震動による被害想定結果①

（単位：箇所、万kW）

8割超
（約9,900万kW）
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評
価
基
準

被害レベル レベルＡ レベルB レベルＣ

被害の程度

ボイラー鉄骨やタービン建
屋鉄骨に塑性変形等大規
模な被害が発生する可能
性有。

ボイラー過熱管等に中規模な被害が
発生。また、鉄骨に軽微な塑性変形が
発生する可能性有。

ボイラー過熱管等に小規模
な被害が発生、もしくは被害
なし。

復旧期間の目安 1か月程度以上 １か月程度以内 1週間程度以内もしくは運転継続

評
価
結
果

震度階 7 6強 6弱 5強以下

発電所数、出力計※1 11 2,162 12 1,851 10 1,327 37 6,673

東京電力 0 0 0 0 0 0 15 4,289

中部電力 6 [1] ※2 1,367 3 911 0 0 1 173

北陸電力 0 0 0 0 0 0 5 440

関西電力 2 [2] ※2 390 1 266 7 887 2 255

中国電力 0 0 4 309 2 210 3 258

四国電力 2 [2] ※2 195 2 185 0 0 0 0

九州電力 0 0 0 0 1 230 8 839

電源開発 1 [1] ※2 210 2 180 0 0 3 420

総計 70箇所、12,012万kW

※1 起こりえる最大ケースよりも過酷な条件での結果となることに留意が必要。四捨五入の関係で計が合わない。
※2 地震動に加え、[ ]の発電所は津波によるレベルA（復旧期間４ヶ月程度以上）の被害も発生。（再掲）

● 各社別内訳

22Ⅰ（１）設備区分Ⅱ 南海トラフ巨大地震の地震動による被害想定結果②

（単位：箇所、万kW）



評
価
基
準

被害レベル レベルＡ レベルB レベルＣ

被害の程度

ボイラー鉄骨やタービン
建屋鉄骨に塑性変形等大
規模な被害が発生する可
能性有。

ボイラー過熱管等に中規
模な被害が発生。また、鉄
骨に軽微な塑性変形が発
生する可能性有。

ボイラー過熱管等に小規模な
被害が発生、もしくは被害なし。

復旧期間の目安 1か月程度以上 １か月程度以内 １週間程度以内もしくは運転継続

想
定
結
果

震度階 7 6強 6弱 5強以下

発電所数

（全16箇所）
2 7 4 3

発電出力

（計4,409万kW）
235 1,717 1,297 1,160

出力割合※ 5% 39% 30% 26%

（単位：箇所、万kW）

Ⅰ（１）設備区分Ⅱ 首都直下地震の地震動による被害想定結果①

・耐性評価基準に基づき、対象各社の被害が最も過酷となるケースを集計すると、9割超（発
電出力ベース）の発電所が1ヶ月程度以内で順次復旧。

・被害範囲やユニット数に応じて更なる復旧期間を要する可能性も考えられるため、各社の
設備実態ならびに被害想定に応じた復旧迅速化策を講じる事により、可能な限り早期の供給
力確保に努める。

※ 東京電力と電源開発の火力発電所出力合計に対する、被害が想定される火力発電所出力合計の割合。
（M8クラス 大正関東地震での想定）

9割超
（約4,200万kW）
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評
価
基
準

被害レベル レベルＡ レベルB レベルＣ

被害の程度

ボイラー鉄骨やタービン建
屋鉄骨に塑性変形等大規
模な被害が発生する可能性
有。

ボイラー過熱管等に中規模な被
害が発生。また、鉄骨に軽微な
塑性変形が発生する可能性有。

ボイラー過熱管等を含め小規
模な被害が発生、もしくは、被
害なし。

復旧期間の目安 1か月程度以上 １か月程度以内 1週間程度以内もしくは運転継続

評
価
結
果

震度階 7 6強 6弱 5強以下

発電所数、出力計 2 235 7 1,717 4 1,297 3 1,160

東京電力 1 115 7 1,717 4 1,297 3 1,160

電源開発 1 120 0 0. 0 0 0 0

総計 16発電所、4,409万kW

● 各社別内訳

24

（単位：箇所、万kW）

Ⅰ（１）設備区分Ⅱ 首都直下地震の地震動による被害想定結果②
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■ 設備区分Ⅱ（ﾎﾞｲﾗｰ、ﾀｰﾋﾞﾝ等発電設備）の

津波（浸水）に対する耐性評価



26

被害レベル レベルＡ レベルＢ レベルＣ

被害の程度
ユニット稼動に不可欠な機器および電動
機等が浸水。

ユニット稼動に不可欠な機器の現地制
御盤・操作盤および電源等が浸水。

構内が一部浸水するが、機器は
浸水しない。

浸水深の目安※ 1m程度～数十m 数十cm～1m程度 数十cm未満

復旧期間の

目安

４か月程度以上

４か月程度以内 運転継続可能

復旧の概要

・高圧電動機のコイル巻き替え修理に、3～
4ヶ月程度（通常時）の期間が必要。また、
被害機器数の増加により、修理工場の対
応可能状況等に応じて復旧期間は延長。

・更に主要機器（タービン等）が被害を受け
た場合、詳細な点検修理に相当期間必要。

・被害を受けた各機器の点検を実施し、部
品の交換や洗浄、または可能な範囲で代
替部品での応急的な修理により復旧。

－

<耐性評価の考え方>

【Ｄ発電所】
○浸水深 ４．０ｍ
■約４か月で運転再開

【Ａ発電所】
○浸水深 １３ｍ
■約２２か月で運転再開

【B発電所】
○浸水深 ５ｍ
■約１１か月で運転再開

<東北地方太平洋沖地震の代表的な被害実績>

【Ｃ発電所】
○浸水深 ３．０ｍ
■約９か月で運転再開

【Ｅ発電所】
○浸水深 ０．８ｍ
■１０日で運転再開

浸水深 1m程度～数十m程度の浸水 数十cm未満の浸水数十cm～1m程度の浸水

被害範囲が広がれば、それに応じた
復旧期間が必要。

※機器の設置状況により被害レベルは異なる。

Ⅰ（１）設備区分Ⅱ 津波に対する耐性評価基準



発電所建屋

Ⅰ（１）設備区分Ⅱ 津波（浸水）被害レベルのイメージ

▼浸水レベル

レベルに応じて浸水被害を受ける機器の例

● レベルA： 高圧電動機、潤滑油タンク、非常用電源、
電気・制御設備 他

● レベルB： 現場制御盤および端子台、低圧電動機 他
● レベルC： 設備浸水なし（設置基礎の高さ以下）

・ 発電所毎に設備の設置状況（場所、高さ、個数等）が異なるが、浸水深が深くなるほど広範囲かつ
多数の機器が浸水被害を受ける。
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評
価
基
準

被害レベル レベルＡ レベルＢ レベルＣ

被害の程度
ユニット稼動に不可欠な
機器および電動機が浸水。

ユニット稼動に不可欠な機器
の現地制御盤・操作盤および
電源が浸水。

構内が一部浸水するが、機
器は浸水しない。

復旧期間の目安 ４か月程度以上 ４か月程度以内 運転継続可能

想
定
結
果

浸水深 3ｍ～10ｍ （数十cm～1m程度） 数十cm

発電所数

（全70箇所※1）
6 0 7

発電出力

（計12,012万kW※1）
882 0 1,559

出力割合※2 7% 0% 13%

※1 70箇所には、浸水しない発電所（57箇所、9,571万kW、出力割合80%）も含む。
※2 出力割合は、電力7社＋電源開発の火力発電所出力合計に対する、被害が想定される火力発電所出力の単純合計の割合。

（起こりえる最大ケースよりも過酷な条件での結果となることに留意が必要）

Ⅰ（１）設備区分Ⅱ 津波による被害想定結果①

● 南海トラフ巨大地震
・耐性評価基準に基づき、対象各社の被害が最も過酷となる想定を集計すると、9割超（発電出力ベース）

の発電所が運転継続可能。
・被害レベルＡの発電所（6箇所）は4ヶ月程度以上の復旧期間が必要と想定され、さらに被害範囲やユニ

ット数に応じて相当の復旧期間を要する可能性が考えられる。このため、各社の設備実態ならびに被害
想定に応じた復旧迅速化策を講じる事により可能な限り早期の供給力確保に努める。

● 首都直下地震
・ 対象各社の被害が最も過酷となる想定を集計しても、火力発電所（16箇所）は浸水しない想定であり、被害
（発電支障）は生じない。

（単位：箇所、万kW）
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評
価
基
準

被害レベル レベルＡ レベルＢ レベルＣ

被害の程度
ユニット稼動に不可欠な機器
および電動機が浸水。

ユニット稼動に不可欠な機器の
現地制御盤・操作盤および電源
が浸水。

構内が一部浸水するが、機器は
浸水しない。

復旧期間の目安 ４か月程度以上 ４か月程度以内 運転継続可能

評
価
結
果

浸水深 3ｍ～10ｍ （数十cm～1m程度） 数十cm程度

発電所数、出力計※1 6 882 0 0 7 1,559

東京電力 0 0 0 0 1 227

中部電力 1 88 0 0 3 899

北陸電力 0 0 0 0 0 0

関西電力 2 390 0 0 2 204

中国電力 0 0 0 0 0 0

四国電力 2 195 0 0 0 0

九州電力 0 0 0 0 1 230

電源開発 1 210 0 0 0 0

総計※2 70箇所、12,012万kW

※1 四捨五入の関係で各社の合計と合わない。 ※2 浸水しない発電所（57箇所、9,571万kW）を含む。

● 南海トラフ巨大地震 各社別内訳

Ⅰ（１）設備区分Ⅱ 津波による被害想定結果② 29

（単位：箇所、万kW）



Ⅰ（１）南海トラフ巨大地震、首都直下地震に対する被害想定結果まとめ

 設備区分Ⅰ（燃料油タンク、ＬＮＧタンク）について

・電気事業者以外の他事業者の設備も含めた実績に基づく耐性評価から、地震動
および津波に対し、重大な被害は発生しないものと想定され、人命に重大な影
響は与えない。

・なお、実績を超える震度7が想定される地点のLNGタンクの評価については、高
圧ガス保安法において現行基準の課題検討を含めた耐震基準の見直しが議論さ
れており、これらに準じて対応。

 設備区分Ⅱ（ボイラー、タービン等発電設備）について

・実績に基づく耐性評価基準に基づき、対象各社の地震動および津波による被害が
最も過酷となるケースを集計すると、概ね発電所※は1か月程度以内で順次復旧。

※ 南海ﾄﾗﾌ巨大地震 8割超、首都直下地震 9割超

一般電気事業者および電源開発対象各社の火力発電所出力合計に対する、復旧1か月以内の被害

もしくは被害なしと想定される火力発電所出力の単純合計の割合。

いずれも起こりえる最大ケースよりも過酷な条件での結果となることに留意が必要。

・しかしながら、設備被害の範囲やユニット数に応じて更なる復旧期間を要する可
能性も考えられるため、各社の設備実態ならびに被害想定に応じた復旧迅速化策
を講じる事により、可能な限り早期の供給力確保に努める。
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Ⅰ 南海トラフ巨大地震および首都直下地震

（１）火力発電設備

（２）送電設備、変電設備

Ⅱ 自然災害発生時の復旧迅速化対策

Ⅲ 集中豪雨

Ⅳ 暴風（竜巻、台風等）

Ⅴ 大規模火山噴火

（１）火力発電設備

（２）送電設備、変電設備

Ⅵ 太陽フレアに伴う磁気嵐

目 次



発電設備 耐性評価、被害想定対象

復旧迅速化の検討対象

17万V以上の
(主要基幹)
送電設備
変電設備

一般家庭 大規模工場ビル

お客さま

配電設備

１７万V未満の
送電設備
変電設備

配電設備

送電設備
変電設備

電
気
の
流
れ

Ⅰ（２） 概要（検討対象の整理）

 送電設備、変電設備、配電設備の検討対象の整理
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Ⅰ（２） 概要（前提条件）

会社
南海トラフ巨大地震 首都直下地震

地震動 津波 地震動 津波

東京
・内閣府
[東側ケース・経験的手法]

・内閣府全11ケース
※設備被害なし

－ ・大正関東

中部 ・内閣府全５ケース ・内閣府全11ケース － ・大正関東

関西
・自治体[大阪府・和歌山県]
・内閣府[陸側ケース]

・自治体[大阪府ケース④]
・自治体[和歌山県ケース③]
・内閣府[ケース③]

－ －

中国
・自治体
[広島県・岡山県・山口県]

・自治体
[広島県・岡山県・山口県]

－ －

四国
・自治体[徳島県・高知県]

[香川県・愛媛県]
・自治体[徳島県・高知県]

[香川県・愛媛県]
－ －

九州
・内閣府
[経験的手法・陸側ケース]

・内閣府[ケース⑪] － －

電源
開発

・自治体
[愛媛県・香川県]
[徳島県・高知県等]

・内閣府
[経験的手法・陸側ケース]

・自治体
[愛媛県・香川県]
[徳島県・高知県等]

・内閣府[ケース⑦]

－ ・大正関東

今後
詳細
検討

今後
詳細
検討

 耐性評価に用いた想定地震および想定津波のケース

・ 耐性評価にあたっては、中央防災会議の評価条件が明らかになっている想定地震動および想
定津波ケースから、各社ごとで被害が最も過酷となるケースを用いた。なお、自治体が独自の想
定を公表している場合はそれを用いることも可能とした。

＜各社が用いた主な想定ケース＞
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■ 地震動に対する耐性評価



￮ 南海トラフ巨大地震および首都直下地震の地震動に対して、著しい（長期的かつ広域的）
供給支障が生じないかの評価と対策を検討

１．目的

￮ 対象設備は、１７万Ｖ以上の送変電設備

￮ 内閣府または自治体の地震動想定結果に基づく被害想定

２．検討対象

ワーキンググループの検討にお
いては、５ケース（強振動生成域
の設定を４ケース＋経験的手法）
の震度分布を推計

「基本ケース」の震度分布

出典：南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書（平成２５年５月）

「基本ケース」で震度７が想定さ
れる地域は、６県７０市区町村

Ⅰ（２） はじめに(地震）

南海トラフ巨大地震の例
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３．影響評価の考え方

￮ 電力供給システムは、多重化・多ルート化で構築されており、過去の「①兵庫県南部地
震」および「②東北地方太平洋沖地震」に対し、『総合的にシステムの機能は確保』かつ
『現行耐震基準は妥当（①）、あるいは、耐震性能は基本的に満足（②）』と評価

（１）過去の地震に対する評価

兵庫県南部地震 ：電気設備防災対策検討会（委員長：関根東京理科大学教授〔当時〕）

東北地方太平洋沖地震：電気設備地震対策ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ（主査：横山東京大学大学院教授）

発電所 発電所

変電所 変電所

変電所

変電所

Ａルート

Ｃルート

Ｂルート

変電所

１
号
線

２
号
線

各送電線は、１号線が使えない場合で
も送電できるように２回線にしているＡルートの送電線が使え

なくなっても、Ｂルートま
たはＣルートで送電でき
るように送電線を多ルー
ト化している

×

平成19年4月にまとめられた「電力系統の構成及び運用に関する研究会（委員長：横山東京大学大学
院教授）報告書」では、『電力各社の基幹系統は、構成および運用ともにループ（複数の異なるルートで
環状に接続）』『ルート事故でも直ちに停電が起こらない構成』であることが確認されている

送電設備多重化・多ルート化の例

Ⅰ（２） 過去の地震に対する評価 36



３．影響評価の考え方

（２）東北地方太平洋沖地震等の設備被害状況

実績（兵庫県
南部地震）

震度6弱 震度5強震度6強震度７

変電設備
（変圧器）

架空送電設備
（鉄 塔）

地中送電設備
（ケーブル）

【設備数：2台】

被害数：なし（0%）

【設備数：84基】

被害数：1基（1.2%）

【設備数：216台】

被害数：4台（1.9%）

【設備数：2,506基】

被害数：2基（0.1%）

【設備数：732台】

被害数：28台（3.8%）

【設備数13,579基】

被害数：9基（0.1%）

【設備数：1,485台】

被害数：10台（0.7%）

【設備数：20,023基】

被害数：6基（0.03%）

【設備数：72回線】

被害数：2回線(2.8%)

【設備数：115回線】

被害数：3回線（2.6%）

【設備数：286回線】

被害数：8回線（2.8%）

【設備数：1,066回線】

被害数：27回線（2.5%）

 （ ）内は、被害率＝被害数／設備数（当該震度所在の設備総数）
 設備数は500kV～33,22kVの合計
 兵庫県南部地震のケーブル被害数は、送電支障に至った

ケーブル回線数

実績(東北地方
太平洋沖地震)

基本的に耐震性能は満足（震度７の影響を受けた設備のうち、損傷割合は最大2.8%と僅少）
しているものの、震度７の影響を受けた設備が少ないため、代表設備で妥当性を検証

基本的な耐震性
評価

過去の被害実績および知見を踏まえた耐震対策の実施状況の確認を行うこ
とで評価

耐震性の妥当性
確認

震度７地点における代表設備（損壊時の復旧に長時間を要する設備等）の
耐震性を確認

Ⅰ（２） 地震に対する耐性評価の進め方 37



Ⅰ（２） 過去被害実績にもとづく対策（変電設備）

４．過去被害実績にもとづく対策実施状況

（１）変電設備

旧設計（昭和５５年５月以前）設備における機器損壊〔兵庫県南部地震〕の対策例

￮ 曲げ応力発生による基礎ボ
ルト部の破断防止策としてギ
ャップ部へスペーサ挿入等

￮ センタークランプブッシングの
口開きによる漏油防止として
接合部へずれ止め金具追加

【変圧器】

￮ がいし底部のゆがみよる支持が
いしの折損防止として、架台補強
、高強度がいしへの取替等

【遮断器】

ピン
構造

ピン
構造 操作がいし折損

ピンジョイント

￮ ピンジョイントの変位量が可動限
界に到達し、衝突荷重が発生し
たことにより、操作がいし等折損

￮ ピンジョイント構造へのダンパ装
置追加および導電部軽量化によ
る耐震強化を実施中

【断路器・避雷器】

筋交い取付

防振ゴムベース

本体

基礎ボルト

スペーサ
（追加）

ボルト（取替）

ピンジョイント構造断路器におけるがいし折損〔東北太平洋沖地震〕への対応
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Ⅰ（２） 過去被害実績にもとづく対策（架空送電設備）

４．過去被害実績にもとづく対策実施状況

（２）架空送電設備

盛土崩壊に伴う鉄塔倒壊〔東北地方太平洋沖地震〕への対応

￮ 地盤の変状については、従来から日常の巡視・点検により、
鉄塔周辺の地形状況等を確認し、鉄塔に影響を及ぼす変状
があれば、評価を行い、適宜必要な対策を実施

ジャンパ支持がいしの折損 〔兵庫県南部地震・東北地方太平洋沖地震〕の対策例

盛土の崩壊原因は、沢を埋めた盛土中
の地下水位が存在する状況において、
強くて長い地震動の繰り返し応力が作用
したことにより、地盤強度が低下したもの
と推定

￮ ジャンパ支持がいしの折損については、保有資材による取替や設備
間での流用等により送電機能を回復したため、長期間にわたって運
転継続不能には至っていないが、特に信頼性が求められる設備等に
対しては、より耐震性の優れたタイプのがいしへ交換済

39



Ⅰ（２） 過去被害実績にもとづく対策（地中送電設備）

４．過去被害実績にもとづく対策実施状況

（３）地中送電設備

大規模な不同沈下箇所における被害〔兵庫県南部地震〕の対策例

￮ 大規模な不同沈下の可能性がある箇所に対しては、可とう性を有する構造対策を適宜実施

￮ 東北地方太平洋沖地震では、管路や人孔（マンホール）において送電支障に至る重大な設備被
害は確認されていない

￮ 「パイプ型圧力ケーブル」は、外被が鋼管であるため、可とう性があるとは言い
難く、可とう性を付加する対策も困難。兵庫県南部地震以降も一部会社に現存
し、東北地方太平洋沖地震（当該ケーブルのある地域は震度５弱）での被害は
確認されていないものの、震度５強以上での耐性は不明確であり評価が必要

軟らかい
地盤固い地盤 護岸基礎

地震による
地盤沈下

地表面

コンクリート巻き管路

段差によりケーブルに
外傷が発生

ケーブル
コンクリート巻き管路 対

策

地盤条件に応じた可とう性を有する構造対策（一例）

軟らかい
地盤固い地盤 護岸基礎

地震による
地盤沈下

地表面

コンクリート巻き管路

可とう継手で地盤沈下
を吸収

強化プラスチック
複合管路

可とう性の乏しいケーブルにおける被害と現状把握
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Ⅰ（２） 今後の検討の進め方

５．地震影響に対する今後の検討の進め方

【震度７エリア所在設備の抽出】
１７万Ｖ以上送変電設備所在地の位置情報と、当該位置における震度データと
の突き合わせにより震度７の設備を抽出

【設備の耐震性評価】
抽出された設備のうち、個別地点の想定データを用いて、代表設備等による設
備の耐震性を評価

【復旧対策検討】
設備損壊の可能性のある場合には、代替供給（系統操作等）による供給可否を
検討

【基本的な耐震性評価】（今回ご報告）
過去の被害実績およびそれらを踏まえた耐震対策の実施状況等に基づき、
基本的な耐震性を有することを確認
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■ 津波に対する耐性評価



Ⅰ（２） はじめに（津波）

￮ 南海トラフ巨大地震および首都直下地震の津波に対して、著しい（長期的かつ広域的）
供給支障が生じないかの評価と対策を検討

１．目的

￮ 対象設備は、１７万Ｖ以上の送変電設備
￮ 内閣府または自治体の津波想定結果に基づく被害想定

２．検討対象

出典：南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書

（平成２５年５月）

￮ 津波が到達するエリアは２４都府県

南海トラフ巨大地震（満潮時津波高） 首都直下地震（満潮時津波高）

￮ 津波が到達するエリアは６都県

大正関東地震タイプの地震、堤防条件：津波が堤防等を越流する
と破堤する

ケース①「駿河湾～紀伊半島沖」に「大すべり域＋超大
すべり域」を設定

出典：首都直下のＭ７クラスの地震及び相模トラフ沿いのＭ８ク
ラスの地震等の震源断層モデルと度分布・津波高等に関
する報告書（平成２５年１２月）
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Ⅰ（２） 津波被害想定（変電設備）

３．設備被害の考え方

（１）変電設備

東北地方太平洋沖地震における実績※から、変
電所の設備被害は浸水深が支配的であり、浸水
が想定される対象変電所全てについて、個別に
浸水深を確認し被害想定を実施

設備被害の考え方

（※ 電気設備地震対策ワーキンググループ報告書 参照）

６６ｋＶ変電所の被害状況（宮城県仙台市）

〔補足〕

￮ 被害想定の方法は、想定される浸水深での
機器操作箱等の水没レベルの確認結果か
ら評価

￮ 機器架台レベルの嵩上げや、建物水密化な
ど、一部においては既に浸水対策が取られ
ており、想定する浸水深が浸水対策による
許容深さよりも低い場合は、被害を受けな
いものと判断

変電設備個別評価の例

構内全面浸水（推定４ｍ）
操作箱・端子台・電装品の浸水等により屋内、
屋外機器使用不可GIS

操作箱の内部
イメージ

浸水深

電気回路が、水没レベルに
あるため、使用不可と判断
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東北地方太平洋沖地震における
鉄塔倒壊実績から、右表の浸水深
で倒壊。ただし、周辺状況などにより
津波の影響を防護できるものを除く

３．設備被害の考え方

（２）架空送電設備

設備被害の考え方

離岸距離 浸水深

０．５ｋｍ以内 ２ｍ以上

０．５ｋｍ超 ３ｍ以上

 倒壊等に至ったのは、浸水基数389基に対し38基（折損の２基を
除く）であり、その理由は浸水ではなく、漂流物によるものと推測

２７５ｋＶ送電鉄塔の倒壊状況
（福島県南相馬市）

離岸距離約0.6km、浸水深4.1m
建設位置から約300ｍ離れた
位置で確認された

〔補足〕

￮ 漂流物の移動については、津波の伝搬速度に関連
し、その影響が浸水深と離岸距離にも関与している
ものと推定

￮ 文献「津波の河川遡上特性に関する研究」（河川整
備基盤助成事業、2012）の分析において、『陸上で
は大量のガレキや地表粗度による抵抗のために伝
搬速度が急激に減少されていることを確認』との記
載あり

 津波の影響を防護できるものとは、津波進入
方向に対し、鉄塔位置がコンクリート建造物
の背後にある場合などをいう 0
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3

0.5

倒壊鉄塔の浸水深と離岸距離

• 離岸距離は地形図、浸水深は国交
省「復興支援調査ｱｰｶｲﾌﾞ」より確認

• 当該図は、浸水深データがある34基
より作成

Ⅰ（２） 津波被害想定（架空送電設備） 45



Ⅰ（２） 被害想定（地中送電設備）

３．設備被害の考え方

（３）地中送電設備

東北地方太平洋沖地震における被害実績等から、以下の
考え方で個別に被害想定

設備被害の考え方

ケーブルそのものは、海水に接触することで絶縁破壊には至らない

地上機器（ケーブルヘッド架台）の
倒壊状況（宮城県多賀城市）

地
中
送
電
設
備

管 路
海岸または河川沿いの護岸のない箇所に設置
された直接埋設管路が破損

地 上
機 器

変電所等にある地上機器が漂流物の影響によ
り倒壊・損傷（個別に浸水深を確認）

橋 梁 河川横断の橋梁が津波の波力により損傷

護岸等

直接埋設管路

道路・盛土等
河川等

津波に
よる力

〔補足〕

￮ 東北地方太平洋沖地震では、橋
梁による被害は発生していない

￮ 管路被害（茨城県鹿島市）は、送
電支障には至っていないが、送
電支障になりうる可能性があるこ
とから、被害を想定した

• 地上機器には、ケーブルヘッド
架台のほかに、ＯＦケーブルの
油槽損傷あり
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４．設備被害と電力供給への影響
（１）系統切替による場合の例

Ⅰ（２） 設備被害と電力供給への影響

１７万Ｖ以上の電力設備の被災想定を踏まえ、被災設備を原因とする供給支障量を検討

Ｃ

Ｂ

Ａ

津波浸水前

Ｄ

供給支障発生

津波浸水範囲

津波浸水後一部供給支障発生

被災設備 供給支障の考え方

Ａ変電所 Ａ変電所は、変電所被災により供給支障が発生（周辺需要喪失により、供給支障は一部）

ＡＢ送電線 Ｂ変電所は、系統操作によりＢＤ送電線からの供給が可能なため、供給支障は発生せず

ＡＣ送電線 Ｃ変電所は、供給送電線がＡＣ送電線以外にないため、供給支障が発生

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｄ

凡例

１７万Ｖ以上の変電所 １７万Ｖ以上の送電線
注１）点線表示（例： ）は、被災した設備を表す。
注２）矢印（ ）は、電力供給方向を表す。

注３）Ａ変電所とＢ変電所を連系する送電線を「ＡＢ送電線」という。

供給支障
継続箇所

被災設備
系統切替箇所
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５．津波による１７万Ｖ以上送変電設備の影響評価
（１）南海トラフ巨大地震による設備の被害状況

社名

被災設備概要

被災
鉄塔

（基）※1

被災
地中設備

（回線）※1

被災
変電所

（箇所）※1

北海道 － － －

東北 － － －

東京 0/8,527 0/87 0/79

中部 3/5,786 0/26 1/60

北陸 － － －

関西 1/8,647 0/39 3/59

中国 0/4,503 0/2 0/23

四国 8/2,837 0/4 2/27

九州 16/6,486 0/25 1/57

沖縄 － － －

電発 ５/4,767 0/5 0/4

※1 分子／分母は被災設備数／17万V以上の設備数を表す
※2 系統切替可能エリアとは、系統操作により復旧可能なエリアを言い、全量救済できるものを表す

Ⅰ（２） 南海トラフ巨大地震（津波）による設備への影響

￮ 被災設備に対して、暫定系統対策等による復旧が必要なエリアは、下表の4社8箇所

復旧必要エリア

供給支障
エリア

系統切替
可能

エリア※2

復旧必要
エリア

－ － －

－ － －

0箇所 0箇所 0箇所

1箇所 0箇所 1箇所

－ － －

3箇所 0箇所 3箇所

0箇所 0箇所 0箇所

3箇所 0箇所 3箇所

2箇所 1箇所 1箇所

－ － －

0箇所 １箇所 0箇所
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Ⅰ（２） 首都直下地震（津波）による設備への影響

５．津波による１７万Ｖ以上送変電設備の影響評価

（２）首都直下地震による設備の被害状況

￮ 各社確認の結果、下表のとおり、被害設備がないことを確認。

社名

被災設備概要

被災
鉄塔

（基）※1

被災
地中設備

（回線）※1

被災
変電所

（箇所）※1

東京 ０/8,527 ０/87 ０/79

中部 ０/5,786 ０/26 ０/60

電発 ０/4,767 ０/5 ０/4

１７万Ｖ以上の基幹送変電設備に起因する著しい供給支障は発生しない

復旧必要エリア

供給支障
エリア

系統切替
可能

エリア※2

復旧必要
エリア

０箇所 － －

０箇所 － －

０箇所 － －

※1 分子／分母は被災設備数／17万V以上の設備数を表す
※2 系統切替可能エリアとは、系統操作により復旧可能なエリアを言い、全量救済できるものを表す
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６．供給支障解消の考え方
（１）暫定系統対策

Ⅰ（２） 供給支障解消（暫定供給）の考え方

b1

Ｃ

Ｂ

a2

c1
a1

Ａ

津波浸水前

Ｄ

供給支障解消

津波浸水範囲

津波浸水解消後

供給支障解消

被災設備 供給支障の考え方

Ａ変電所
Ａ変電所において供給支障が発生後、仮設備、清掃等により暫定供給可能

a2 変電所は供給エリアの需要が喪失するため、供給支障として扱わない

ＡＢ送電線 Ｂ変電所は、系統操作によりＢＤ送電線からの供給が可能なため、供給支障は発生しない

ＡＣ送電線
Ｃ変電所への供給送電線が、ＡＣ送電線の他にないため、Ｃ（c1）変電所において供給支障が発生

するが、仮送電設備により、c1へ暫定供給

d1

d2

b1

Ｃ

Ｂ

a2

c1
a1

Ａ

Ｄ

d1

d2

凡例
１７万Ｖ以上の変電所 １７万Ｖ以上の送電線
１７万Ｖ未満の変電所 １７万Ｖ未満の送電線

注１）点線表示（例： ）は、被災した設備を表す。
注２）矢印（ ）は、電力供給方向を表す。

注３）Ａ変電所とＢ変電所を連系する送電線を「ＡＢ送電線」という。

仮送電設備

仮設備
清掃等

供給支障
継続箇所

被災設備

暫定対策
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Ⅰ（２） 供給支障解消（供給対象需要）の考え方

変電所浸水2m未満 浸水2m以上

（
今
回
の
対
象
）

被
災
直
後
の
供
給
対
象
量

変
電
所
の
最
大
供
給
量

変電所供給エリア 変電所の供給対象量

東北地方太平洋沖地震時の実績および学術的知見から浸水深２ｍ以上で、木造家屋の全壊＋

大規模半壊の割合が９０％程度となるため、２ｍ以上の浸水深のエリアは、需要が喪失すると仮定

⇒ 浸水深２ｍ未満エリアを被災直後の供給対象需要とする

※1：変電所の最大供給量は、H25年夏期最大にて算出

６．供給支障解消の考え方
（２）供給対象需要

※1
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７．津波による１７万Ｖ以上送変電設備の影響評価
（１）南海トラフ巨大地震による供給支障量と想定復旧期間

￮ １７万Ｖ以上の送変電設備に起因する広範囲の供給支障は、１週間程度（道路の啓開、がれき
撤去等後の必要作業期間）で解消する見込み ⇒ 著しい供給支障には至らない

社名 復旧必要エリア
供給支障量

（最大箇所）
想定復旧期間

中部 １箇所 約２万ｋＷ 1週間程度

関西 ３箇所 約３７万ｋW １週間程度

四国 ３箇所※1 約２７万ｋＷ 1週間程度

九州 １箇所 約１１万kW 1週間程度

合計 ８箇所 約１３９万kW※2 －

※1 3箇所の復旧必要エリアのうち、１箇所は被災送電設備の復旧に長期間を要するため、減災対策（津波に対する防護対策）の

具体化を検討。なお、対策後、著しい供給支障は発生しない見込み。

※2 各設備の最過酷条件で想定される供給支障量の単純合計（起こりえる最大ケース以上の過酷な条件での結果となることに

留意が必要）

Ⅰ（２） 南海トラフ巨大地震(津波）による影響評価

代表例の詳細は末尾の個社資料参照
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Ⅰ 南海トラフ巨大地震および首都直下地震

（１）火力発電設備

（２）送電設備、変電設備

Ⅱ 自然災害発生時の復旧迅速化対策

Ⅲ 集中豪雨

Ⅳ 暴風（竜巻、台風等）

Ⅴ 大規模火山噴火

（１）火力発電設備

（２）送電設備、変電設備

Ⅵ 太陽フレアに伴う磁気嵐
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○電力各社は、災害対策基本法第３９条２項に則り、「防災業務計画」に非常災害

（台風、風雪、洪水、地震、塩害等）発生時における復旧体制や実施事項を定め、

それに基づき、人身安全の確保を最優先に被害設備の早期復旧と早期停電解消

を目的として、以下の取組みを実施

＜全社的な主な取組み＞

 非常災害時の復旧活動に係るマニュアル類を制定し、迅速な復旧活動に活用 …（１）

 技術力の向上および継承のため、各種技能訓練および技能教育を実施 …（２）

 事業者間の情報収集や伝達、相互応援等のルールを取り決め、その運用確認のた

めの電力間応援実動訓練の実施 …（２）

 自治体、警察や民間企業（ＮＥＸＣＯ）等との緊急通行に係る連携 …（３）

 ガソリンスタンドや石油会社との燃料利用協定の締結…（３）

 工事請負会社と緊急時における協力体制に関する契約の締結…（４）

 発電機車ならびに携帯発電機を活用した応急送電の実施…（５）

 自治体や自衛隊等との復旧に係る協働体制等に関する協定の締結…（６）

Ⅱ 復旧迅速化等に資する電力会社の取り組み

＜火力発電設備における新たな取組み＞

 今回の耐性評価（弱点部位の調査）を踏まえた更なる復旧迅速化策…（７）
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■現在の取組み

○電力各社は、人身安全の確保を最優先に被害設備の早期復旧と早期停電解消を

目的とした社内マニュアル類を整備

○実災害の経験、実動訓練の実績や他電力での教訓等を踏まえて、適宜マニュアル

類の見直しを実施

○また、電気設備地震対策ＷＧでの提言（平成24年3月）を受け、自社の災害時のマ

ニュアル類の検証を行い、必要に応じて、見直しを実施

（１）復旧迅速化に係るマニュアル類の整備

【参考】マニュアルに記載している主な項目

（共通）

□体制に関する項目 □復旧に関する項目

・復旧体制におけるチーム編成 ・地震情報の収集 ・停電情報の把握 ・安否確認方法 ・要員の確保

・チーム毎の役割 ・システムの健全性の確認 ・保安巡視 ・配電線の系統送電

・指揮命令系統の明確化 など ・お客さま設備の送電再開 ・非常災害訓練の実施 など

（火力）

□発電所に関する項目（各発電所の被害想定に従って検討実施）

・津波警報発令時の運転監視項目や停止基準の明確化。

・津波に対する人命確保のため避難ルールや避難場所を明確化。

・設備復旧に必要な資機材や備蓄食料他の高台などへの移設。

・電動機の洗浄方法など冠水した機器の修理対応手順（又はフロー）の作成。

・通信手段（衛星電話など）の確保。 など

Ⅱ 主な取り組みと今後の計画（１） 55



■今後の計画

○実災害や訓練等の実績を踏まえたマニュアル類の見直しの継続的な実施

○内閣府が公表した「南海トラフ巨大地震」および「首都直下地震」の被害想定を受

けて各自治体が策定する防災計画を踏まえ、必要に応じて、マニュアル類の見直し

を実施

（１）復旧迅速化に係るマニュアル類の整備

Ⅱ 主な取り組みと今後の計画（１） 56



■現在の取組み

＜各社の取組み＞

○電力各社および工事請負会社等は、技術力の向上および継承を目的に、若年者、

中堅社員を中心とした安全技能競技大会や災害復旧訓練などの技能訓練や教育を

実施

＜電力間の取組み＞

○非常災害時において、配電設備に広域に亘る被害が生じた場合、復旧用の機器・

資材の相互融通や復旧要員等の相互応援等を行うことを取り決め。東北地方太平

洋沖地震発生時には、取り決め内容に基づき、災害復旧用資材・役務の電力間融

通を実施

○また、相互応援の円滑化やルール等の確認のため、電力間応援実動訓練を実施

（２）各種訓練ならびに教育の実施

Ⅱ 主な取り組みと今後の計画（２） 57



【参考】東北地方太平洋沖地震における主な資材・役務融通実績（平成23年 3/11～11/30）

○東北電力に対する融通実績（応援会社：８社） ○東京電力に対する融通実績（応援会社：７社）

項 目 数 量

ブレーカー（単３）３０Ａ １０，５００個

計器箱 １７，０００個

電力量計（単３）１００Ｖ３０Ａ ２０，０００個

可搬型衛星通信装置 ２５台

配電作業員※ ６６５人

発電機車 ４１台

軽油 ２，０００Ｌ

タンクローリー（ミニを含む） ２０台

項 目 数 量

給水車 ８台

配電作業員※ ２３０人

発電機車 ６６台

軽油 ２３，２４０Ｌ

ミニタンクローリー ４台

油圧防振器（火力設備） ８台

制御基板（火力設備） 一部

※１日当たりの最大投入人数

※１日当たりの最大投入人数

■今後の計画

○各種技能訓練および教育の継続的な実施し、訓練での反省をマニュアル類に反映

○電力間応援実動訓練を実施し、必要に応じて、取り決め内容の見直しを実施

Ⅱ 主な取り組みと今後の計画（２）

（２）各種訓練ならびに教育の実施
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■現在の取組み

○各県の公安委員会（所轄警察署）に対して、災害復旧用の緊急通行車両（自社、

ならびに関連会社等）の事前届出を行い、災害対策基本法第５０条１項に該当す

る「緊急通行車両指定」を取得

【参考】東北地方太平洋沖地震での緊急車両認定における課題と対策

□課題 「物流網分断時の緊急輸送経路の確保」

・メーカーからの資材納入において、「災害復旧用資材の緊急運搬」という理由では、高速道路

の緊急車両認定を受けられないケースがあった （食料など被災者支援に直結する積荷の運

搬でなければ認めないとの理由であり、インター乗り口の地元警察が許可しなかった）。

□対策 ・応援各社は、輸送会社等と調整し、輸送指示を行う。

・災害により通行が制限されている高速道路等を利用する場合、事前に出発地の各関係機関

（高速道路管轄機関、各管区警察署など）へ緊急車両認定の申請を行う。

・また、メーカーからの調達品融通を行う場合は、申請に関する相互の連携を図る。

○被災時の燃料確保のため、ガソリンスタンドや石油会社との燃料利用協定を締結

（３）緊急通行に係る自治体・警察等との連携
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（３）緊急通行に係る自治体・警察等との連携

Ⅱ 主な取り組みと今後の計画（３）

■今後の計画

○自社、ならびに関係会社等の車両における緊急通行車両登録の拡大について、

所轄警察署との協議を継続

○緊急通行に関して、関係箇所（警察、道路管理者、ＮＥＸＣＯ等）との連携強化を図

り、復旧に必要な要員・車両・資機材等が迅速に現地に到着することを検討

○自治体が管理する道路において、土砂崩れ、道路陥没、瓦礫等による通行止めが

発生し、電力復旧作業に支障をきたす場合は、優先して通行可能となる等について

関係自治体との連携強化を検討

○緊急通行車両登録の拡大に備えて、燃料補給に必要なガソリンスタンドや石油会

社との燃料利用協定の拡大を検討
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■現在の取組み

○自然災害等の事由により、設備に甚しい被害を被った場合は、電力会社からの要

請に基づき、直ちに待機または出動することを、工事請負会社等と契約の締結

○災害発生時の協力・連携体制（事故探査、設備復旧、個別停電対応 等）につい

て、工事請負会社等と契約を締結

○定期的な合同訓練を実施し、協力・連携体制の確認、ならびに必要に応じ、契約

内容の見直しを実施

■今後の計画

○実災害や訓練等の実績を踏まえた契約内容の見直しの継続的な実施

○工事請負会社等と合同で行う非常災害対策実動訓練の継続的な実施

【参考】契約書記載例（東京電力）

「天災、その他の事由により、発注者の所有する電気工作物に重大な事故が発生した場合、または、発生

するおそれがある場合は、受注者は発注者の要請により所要の作業、若しくは、待機に応ずるものとする」

※今年２月の大雪による大規模停電が発生した際、上記契約に従い、各工事請負会社は待機体制、ある

いは、出動により、早期復旧に寄与

（４）災害時の工事請負会社等との連携
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Ⅱ 主な取り組みと今後の計画（４）

※１ 高圧設備の復旧作業に従事できる作業員数

会社
請負工事作業員数

送電 変電 配電※１

北海道 430人 300人 1,600人

東 北 1,060人 960人 4,500人

東 京 940人 1,100人 13,000人

中 部 870人 800人 3,000人

北 陸 470人 450人 1,400人

会社
請負工事作業員数

送電 変電 配電※１

関 西 850人 800人 2,100人

中 国 280人 500人 1,700人

四 国 320人 560人 1,100人

九 州 780人 570人 4,400人

沖 縄 60人 100人 700人

合 計 約6,060人 約6,140人 約33,500人

○全国大での送電・変電・配電の請負工事作業員数は下表のとおり。

○なお、東日本大震災において、下表の最大稼働請負工事作業員数で、復旧作業に

入れない地域を除き、８日程度で復旧を完了。

部 門 全国の請負工事作業員数計
東日本大震災において、復旧作業に従事した
最大稼動請負工事作業員数（作業員数／日）

東北電力管内 東京電力管内

送 電 約6,060人 799人 261人

変 電 約6,140人 215人 187人

配 電 約33,500人 3,115人 1,945人
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（４）災害時の工事請負会社等との連携



 H23.3.13～H23.6.18の間、社員と工事請負会社等との連携により、復旧作業を実施

Ⅱ 主な取り組みと今後の計画（４）

東北電力への他電力応援

東北電力と工事請負会社との連携による復旧作業

 H23.3.13～H23.4.1の間、電力5社からの応援により、設備巡視、復旧作業、各戸個別送電、応急送電等を実施

作業前打合せ

応急送電

指揮命令・情報収集 復旧作業

復旧作業拠点集合
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工事請負会社との連携状況の一例

東北地方太平洋沖地震
における仮鉄柱による復旧

 事故復旧用資材を使用した仮鉄柱組
立訓練（１７万Ｖ以上の鉄塔倒壊を想
定）

 作業時のポイント等の検証を実施

情報収集

仮ルート検討

施工計画策定

 １７万Ｖ以上の鉄塔倒
壊を想定した情報連絡
訓練

 情報収集後、事故箇所
の応急措置のほか、仮
復旧計画の技術的検
討、施工計画の策定ま
での一連の対応を検証
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■現在の取組み

○電力各社は、発電機車について、設備形態や地域特性、 運転に必要な要員など

を総合的に勘案し、保有台数を決定（全国で３８０台を保有）

○災害発生時においては、復電優先順位が高い施設（病院、通信、公共機関、避難

場所等）への応急送電用として活用

○被害規模の拡大により、台数が不足する場合は、電力間の取り決めにより、周辺

の電力会社からの迅速な応援融通を実施

・東北地方太平洋沖地震（平成23年3/11～11/30）での融通実績 ・台風12号（平成23年9/6～9/14）での融通実績

東北電力 発電機車１０７台 関西電力 発電機車２５台

東京電力 （電力８社） （電力５社）

○また、各戸の応急送電用として、電力各社、ならびに関連会社にて携帯発電機を

保有（全国で約５７００台を保有）

■今後の計画

○他電力からの応援受入れに備えて、自社内の受入れ体制を検討

○携帯発電機の台数が不足した場合に備えて、リース先の事前確認等を検討

（５）発電機車の保有
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○高圧発電機車による個別送電は、以下の理由により、主要病院や官公庁等の復旧対

策本部など最優先負荷へのスポット対応に限定

・応急送電箇所に継続的な燃料補給が必要

（高圧発電機車１台を２４時間稼動させるためには、3,360ℓの燃料が必要）

・定期的（約２００時間※１）に運転を停止してのメンテナンスが必要

（長期間に亘り継続して送電を図るためには、発電機車２台／箇所が必要）

・運転要員２名／箇所だけでなく、燃料を運搬・給油する要員や発電機車をローテー

ションする要員や、運転要員の移動、待機場所用として使用する車両も必要

○各社の高圧発電機車の保有台数

Ⅱ 主な取り組みと今後の計画（５）

会社 台数※２ 会社 台数※２

北海道 ３３台 関 西 １６台

東 北 ６４台 中 国 ４２台

東 京 ６２台 四 国 ２０台

中 部 ６１台 九 州 ５９台

北 陸 １８台 沖 縄 ５台

※１ 定期的なメンテナンスの間隔は、各社の仕様

により異なる

※２ 発電容量３００～５００ｋＶＡが標準であるが、

一部大型（１，０００ｋＶＡ超）のものを含む
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応援の発電機車

（５）発電機車の保有



■現在の取組み

○各種災害発生時の早期送電を実現するため、電力各社は円滑な相互連携を図

ることを目的に、各地区の陸上自衛隊との協定を締結、または今後締結予定

（電力９社が協定締結済、残る１社については平成２６年度に締結予定）

【参考】協定の概要（例：九州電力）

□協定名称 『陸上自衛隊西部方面隊と九州電力株式会社の連携に関する協定』

□協定内容

（１）被害情報や復旧・救援活動に必要な情報の共有

（２）相互協力（自らが行う業務に支障のない範囲で実施）

○陸上自衛隊西部方面隊による九州電力への協力

・災害復旧時に必要な道路等の確保

・復旧資機材、人員及び災害復旧車両の輸送

○九州電力による陸上自衛隊西部方面隊への協力

・救援活動に必要な活動拠点等への電力供給

・救援活動に必要な施設、敷地、通信回線の提供

・地誌資料（復旧作業を行ううえで必要となる資料等）の提供

（３）定期的な訓練の実施及び会議の開催

（６）自衛隊との連携
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西部方面隊西部方面隊

九州電力九州電力

支援

九州電力九州電力

西部方面隊西部方面隊

支援
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【参考】これまでに実施した主な自衛隊との協働作業

平成２２年 ： 奄美大島で発生した大雨による道路決壊が発生。

孤立した地区に自衛隊ヘリコプターにより高圧発電機車を空輸し送電。

平成２３年 ： 東北地方太平洋沖地震発生時、離島への復旧要員、電源車、資機材等の搬送、道路等の

確保（ガレキ除去、道路復旧など）を実施。

平成２５年 ： 山口島根豪雨による災害発生時、復旧・救助活動と連携を取りながら早期送電を実施。

平成２６年 ： 首都圏で発生した大雪による道路が寸断。自衛隊ヘリコプターにより、事故探査装置、および

復旧要員の輸送を実施。

■今後の計画

○災害協定の実効性を高めるため、定期的な打合せと合同訓練の継続的な実施

○連絡体制、協力事項等の具体的な内容を記載した覚書等の整備

Ⅱ 主な取り組みと今後の計画（６） 69



＜主な地震対策の事例＞

・ 建屋、ボイラ支持架構等の耐震評価結果に基づく補強

・ 揚炭機の揺れによる脱輪防止対策 ・ 放水路目地部に可撓継手の設置

・ 燃料タンクや取水槽の地盤強化 ・ 各種配管への防振器の追設や取替

・ 埋設防消火配管の地上化 他

 各社が従前より実施してきた取り組み（対策）事例

・各電気事業者は従前より被害実績や中央防災会議の被害想定等を踏まえ、高レベル地震動
等で被害が想定される設備に対する各種対策を実施。

脱輪ストッパー

揚炭機の脱輪防止

ボイラ支持架構の補強例

放水路目地部可撓継手

70Ⅱ 主な取り組みと今後の計画（７）①

（７）火力発電設備の耐性評価（弱点部位等）を踏まえた更なる復旧迅速化策

水路目地部

冷却水（海水）



＜主な津波対策の事例＞

・ 避難階段の設置（ボイラー建屋などの屋上へ直接避難可能な階段）

・ 重要機器などが多い建屋（タービン建屋、屋外電気室等）の浸水対策として、防潮扉（遠隔化）
排水ポンプの設置、ケーブルダクトの止水対策

・ 復旧に時間を要する機器の嵩上げ

・ 燃料受入設備ローディングアームの緊急離脱装置の設置 他

建屋防水扉

防潮ゲート

71

燃料受入設備 緊急離脱装置

（LNGの例）

屋上への避難階段

Ⅱ 主な取り組みと今後の計画（７）②

【離脱後】



項目 復旧迅速化策

復旧に必要な資機材の調達

ボイラ復旧に必要な資機材 ・ボイラ設備の復旧に必要な足場材調達方法の確認。

・ボイラチューブの早期調達のための、事前の材料リストの整備
および、リストを活用した多重的な確保方法の検討。

その他資機材（工業用水、蒸気） ・浸水した機器の洗浄やその他復旧時に必要となる工業用水の
代替水源の検討。（パッケージ型給水処理装置の採用、関係機
関との調整等）

・燃料油（重油）の加温維持等のための蒸気源確保に向けた代替
手段の検討。（パッケージボイラの採用等）

復旧後の発電に必要な資機材の調達

発電に必要な資機材（燃料、薬品等） ・燃料設備の復旧不調時の代替手段の検討。（石炭の受入、搬送
の代替方法、輸送方法の検討等）。

・ボイラ給水の水質調整他で必要となる薬品類の代替調達方法
の検討。

地震動でボイラーチューブに多くの
被害を受ける。

地震動や津波による浸水で屋外に
ある各種設備が被害を受ける。

地震動や津波による浸水で屋外に
ある各種設備が被害を受ける。

Ⅱ 主な取り組みと今後の計画（７）③

火力発電設備における更なる復旧迅速化策の提案

・南海トラフ巨大地震等は広域災害であるという視点であらゆる代替策の検討が肝要。

・今回耐性評価を実施する中で確認された設備の弱点部位の復旧迅速化に資する資機材の確
保策や、その他復旧用、復旧後の発電用資機材等の代替確保策の検討等、平成23年度電気設
備地震対策ＷＧ報告書の提言内容を更に充実すべく下表の内容を提案。

・なお、発電所内で保管する各資機材等については、上記ＷＧ報告書の提言内容のとおり、
適宜、津波の被害を受けるおそれのない高台などへの保管を進める。
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・ ボイラーチューブ（蒸発管等）の損傷等の被害が多く見られ、発電所復旧工程における主な律速
であることを確認。

・ クーリングスペーサー管（ボイラーチューブを束ねる機能）の被害も見られるが、平成7年の兵庫
県南部地震での被害実績を踏まえた対策を実施しており、一部変形はあるものの効果有り。

・ ボイラー鉄骨については、震度６（強、弱）程度から被害の兆候が見られ、震度７ではさらに被害
程度が大きくなるものと類推。

（写真１）ボイラーチューブの破孔 （写真３）ボイラー鉄骨の変形（写真２）クーリングスペーサ管の変形

Ⅱ 主な取り組みと今後の計画（７）④

地震動に対する弱点部位

東北地方太平洋沖地震の被害実績を調査した結果、地震動に対しては以下の設備が弱点部位。
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ボイラー構造イメージ

・ 発電所等の大型のボイラーは、下図のようなボイラ建屋頂部の鉄骨よりボイラー本体および付属
部品の全自重を吊り下げて支持しており、地震動を受けた場合には揺動する構造。

ボイラーチューブ

ボイラー鉄骨

 ボイラーの構造について

Ⅱ 主な取り組みと今後の計画（７）⑤ 74



項目
不具合箇所確認

炉内足場組立・解体
チューブ切継修理
ボイラ水圧テスト
起動前確認・準備

ボイラ点火 △
並列（発電開始） △

復旧期間　（約１ヶ月）

○ボイラーチューブ（蒸発管）破孔 ： １箇所

○配管の油圧防振器や支持装置の変形 ： ８箇所

○過熱器ガイド管変形 ： １箇所

○ボイラー鉄骨（振れ止め金物）の変形 ： 複数箇所

＜作業内容と概略工程＞ ボイラーチューブ切継（取替）修理

高さ
約40m

＜被害状況（概略）＞

75Ⅱ 主な取り組みと今後の計画（７）⑥

ボイラーチューブ
の修理箇所

○ 1日最大 約650人（延べ約3万人）

＜作業員数＞（発電所入構者数より：6ユニット分）

 被害レベルＢ（震度６強・弱）のボイラー復旧実績の事例

（参考）厚生労働省 平成25年賃金構造基本統計調査より
労働者数分布特性値 とび工（足場組立工）：約2.0万人、溶接工：約7.5万人、

機械修理工：約3.3万人



・ 津波（浸水）に対しては、その規模によっては通風機や燃料設備（揚運炭設備）等の運転に関わ
る大型機器など各種設備が被害を受け、復旧工程への影響が大きいことを確認。

（写真２）通風機の被害（写真１）復水ポンプ（電動機）の被害

（写真３）制御盤の被害 （写真４）揚炭設備の被害

Ⅱ 主な取り組みと今後の計画（７）⑦

津波（浸水）に対する弱点部位

76



77目 次

Ⅰ 南海トラフ巨大地震および首都直下地震

（１）火力発電設備

（２）送電設備、変電設備

Ⅱ 自然災害発生時の復旧迅速化対策

Ⅲ 集中豪雨

Ⅳ 暴風（竜巻、台風等）

Ⅴ 大規模火山噴火

（１）火力発電設備

（２）送電設備、変電設備

Ⅵ 太陽フレアに伴う磁気嵐



Ⅲ はじめに（集中豪雨）

￮ １７万Ｖ以上の送電鉄塔を対象に、集中豪雨による山岳の
地すべり等に対する耐性および保全体制の在り方を確認

送電鉄塔の経過地

経過地は、山地、豪雪地帯、河
川横断、海岸および平地など千
差万別であるが、1970年代の需
要増大に伴う電源（発電所）の大
規模化により、送電線は長距離
化している

１．目的および検討対象

￮ 集中豪雨を含む大雨による地すべり、土砂流出など（以
下、「斜面崩壊」という。）に対して、以下のハード面とソフ
ト面から検証

２．検討方法

ハード面※１

斜面崩壊の危険性の回避
および設備対策

 鉄塔位置の選定
 鉄塔基礎設計
 斜面崩壊対策

ソフト面※１

大雨発生前後の保全体制
の在り方

 事前の備え
 大雨後の対応
 斜面崩壊発見時の対応

※１．ハード面、ソフト面の対応は、送電鉄塔の電圧で区別している
ものでないことから、検証は全電圧の送電鉄塔を含めて実施
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￮ 既存の地形図・地質図、地表地質調査結果等にもとづき、地すべり防止区域や斜面崩壊
の危険性がある箇所（周囲に崩壊跡あり）を回避

Ⅲ 鉄塔位置選定等の基本的考え方

３．鉄塔位置選定、鉄塔基礎設計、斜面崩壊対策の基本的考え方

（１）鉄塔位置選定

￮ やむを得ず、地すべりなどが懸念される箇所を選定す
る場合は、土の重量に依存しない鉄塔基礎※２の採用
や斜面安定性評価を実施

（２）鉄塔基礎設計

￮ 現地の状況に応じて、斜面安定性評価を実施し、法面
保護工や抑止工、擁壁工を実施

（３）斜面崩壊対策

ハード面の対策のみに依存せず、万が一の斜面崩壊発生
に備え、保全体制（ソフト面）も構築

逆Ｔ字型基礎

深礎基礎

 

山地で採用される主な基礎

法面保護工の実例
（フリーフレーム工法）

※２．基礎耐力に土の重量を期待する逆Ｔ字型基礎に比べ、深礎
基礎は基礎自重に依存しているため、土砂流出に伴う影響
は小さい
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Ⅲ 保全体制の在り方

（１）保全体制の在り方【東北電力の例】

事前の備え 大雨（台風通過）後の対応 斜面崩壊発見時の対応

気象情報の把握 降水量の把握
ブルーシート敷・土嚢積みに
よる更なる土砂崩壊進展の
防止

稼動可能人員・車両等の確
認・集約

地上・ヘリコプターによる
予防巡視の早期実施※３

（過去に土砂崩壊が発生し
た要管理個所や，降水量
が多かった地域など）

保安停止※４による供給支障
等リスク低減（必要により）

応急復旧資材の確認
仮支線設置による鉄塔倒壊
の防止（必要により）

連絡体制の確立 恒久対策の早期実施

離島等への人員派遣
要管理個所として管理体制
の強化

※３．大雨・台風通過後は数日間程度で予防巡視（会社によっては保安巡視と呼ぶ場合あり）を
実施。機動性の観点から、ヘリコプターの活用が極めて効果的

※４．鉄塔倒壊などの不測の事態を想定し、予め当該送電線による送電を停止すること

４．集中豪雨を含む大雨発生時の保全体制

￮ 本ページ以降に示す具体的事例は、東北電力の対応を示すが、一連の対応は各電気事
業者が実施しているもの
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Ⅲ 大雨発生時の対応例

（２）大雨発生時の一連の対応【東北電力の例】

月日 社内の動き 備考

8/8

・稼動可能人員・車両台数
（社員，工事会社）の把握
・応急復旧資材・工具点検
・連絡体制の確立

稼動可能人員（全店合計）
8/9 ：2311人（社員626人，工事会社1685人）
8/10：1994人（社員443人，工事会社1551人）
8/11：1817人（社員427人，工事会社1390人）

8/9 東北北部豪雨発生
（車両による予防巡視）

雫石観測所（岩手）
日最大1時間降水量 77.5mm
24時間降雨量 264mm

8/10～
8/11

ヘリコプターによる予防巡視
（降雨量が多い個所など）

29線路515㎞
土砂崩壊個所を発見

8/9～
8/15 応急復旧対策を実施

ブルーシート・土嚢積み・仮支線設置による鉄塔
倒壊防止対策の実施

9/17～
12/20 本復旧対策の実施 土留対策などにより恒久復旧

東北北部豪雨時の実例（平成25年8月9日_土石流発生などにより激甚災害指定）

４．集中豪雨を含む大雨発生時の保全体制
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Ⅲ 復旧対策例（１）

（３）斜面崩壊と応急復旧および本復旧対策の実例【東北電力の例】

① ヘリコプター巡視にて確認された斜面崩壊
状況（8/10）

② ブルーシート・仮支線設置による応急復旧
（鉄塔倒壊防止）の状況（8/11～8/15）

③ 本復旧として、土留対策（緑化マット＋金網
＋ロックボルト）を実施（10/30～12/20）

①

②

③

４．集中豪雨を含む大雨発生時の保全体制

金網張り緑化　φ2.6　50×50㎜網目

主アンカーピンＤ16　Ｌ1.0ｍ
1㎡当り　1本 客土転圧

緑化マット工　375㎡ ロックボルト2m

緑化マット工

アンカーピン　Ｄ16　Ｌ＝1.0ｍ

φ2.0

客土

転圧ロック

ボルト

（２ｍ）

アンカーピン

Ｄ１６Ｌ＝１ｍ/㎡

緑化マット工

３７５㎡
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５．まとめ

￮ 集中豪雨は局地的に発生する短時間強雨であり、集中豪雨を含む大雨の送電鉄塔へ
の影響については、ハード面・ソフト面の対応により極小化を図っているところ

￮ なお、電力供給システムは広範囲に広がる多重化されたネットワークであり、局地的な
集中豪雨により、直接著しい供給支障発生の可能性は極めて低い

Ａルートの送電線が使えなく
なっても、ＢルートまたはＣル
ートで送電できるように送電
線を多ルート化している

送電設備の多重化・多ルート化の例

発電所 発電所

変電所 変電所

変電所

変電所

Ａルート

Ｃルート

Ｂルート

変電所

×

平成19年4月にまとめられた「電力系統の構成及び運用に関する研究会（委員長：横山東京大学大学
院教授）報告書」では、『電力各社の基幹系統は、構成および運用ともにループ（複数の異なるルートで
環状に接続）』『ルート事故でも直ちに停電が起こらない構成』であることが確認されている
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台風
対策実施の
妥当性の観点

 送電鉄塔設計の考え方
 台風への耐性評価
（送電鉄塔の倒壊実績と対策実施状況等を踏まえた評価）

竜巻
電力供給への
影響の観点

 文献等及び過去の被害実績による耐性評価
 電力供給への影響評価

※１．地中送電設備については、過去20年間で、暴風による供給支障事故が無いことから、対象外として扱う

￮ 過去最も過酷な条件で発生した暴風（竜巻、台風等）が発生したとしても、著しい（長期的
かつ広域的）供給支障が生じないかの評価と対策を検討

１．目的

￮ 送電鉄塔は、国の省令において、満足すべき風圧荷重が決められており、さらに過去の
大型台風による設備被害経験から、国の省令や民間規程等が見直しされ、立地環境等
に応じて耐性強化してきた経緯を踏まえ、「対策実施の妥当性」「電力供給への影響」の
観点で評価

３．検討方法

￮ 対象設備は、１７万Ｖ以上の架空送電設備※1

￮ 台風、竜巻による過去の被害実績相当

２．検討対象

Ⅳ はじめに（暴風） 85



Ⅳ 送電鉄塔設計の考え方

（１）送電鉄塔の設計の考え方

架空電線路の支持物の材料及び構造は、その支持物が支持する電線等によ
る引張荷重、風速40ｍ/秒の風圧荷重及び当該設置場所において通常想定
される気象の変化、振動、衝撃その他の外部環境の影響を考慮し、倒壊の
おそれがないよう、安全なものでなければならない

電気設備の技術基準（第32条 支持物の倒壊の防止)
技 術 基 準
（ 省 令 ）

架空送電規程
（ 民 間 規 程 ）

送電用支持物
設 計 標 準
（ 民 間 規 格 ）

機能性化：達成すべき
目的、目標のみを記載

JＥＡC6001

ＪＥＣ－127

補
足

引
用

技術基準解釈への引
用等

 「強風が局地的に強められる特殊箇所に施設する鉄塔の強風時荷重」
 「斜風に対する鉄塔の強度検討と塔高に応じた風圧値」

等を推奨・勧告

 実効最大荷重と降伏点応力度を対応させる設計手法
 合理的再現期間を有する想定荷重を採用するとともに、荷重は時間的

・空間的変動性状の実態を把握して地域別に評価

重大事故発生後の原因究明・対策検討（国または事業者による委員会等）

都度反映

４．台 風
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４．台 風

台風による鉄塔倒壊被害は減少傾向（2005年度以降は倒壊被害なし）にあり、また第三者による調査
結果（平成25年度経済産業省委託事業）においても、台風への耐性は有りと評価

（２）台風への耐性評価（送電鉄塔の倒壊実績と対策実施状況等を踏まえた評価）

ＪＥＣ-127改訂（1979年）
超大型鉄塔採用等に伴い、合理的設計手法へ転換
最大瞬間風速による設計風荷重、地域別速度圧の導入

技術基準制定（1965年）
電気事業法制定を受け、従来の

規程を引き継ぐ形で制定
制定時には、以下ＪＥＣの改訂内

容が反映

ＪＥＣ-127改訂（1965年）
59、61年の台風被害に鑑み改訂
大型鉄塔の風圧荷重に対する

上空逓増、斜風の考え方の追加

架空送電規程改訂
（1992年）
強風が局地的に

強められる特殊箇
所の設計荷重等
を追加

倒壊原因（風が強まる・強風を受けやすい特殊箇所）
を踏まえ、類似地形に建設されている鉄塔の想定風
速による強度チェック、建替や補強の耐風対策を実施

倒壊原因（基礎耐力の不
足）を踏まえ、類似基礎有
無の確認、耐力の検証お
よび補強対策を実施

Ⅳ 台風への耐性評価 87



Ⅳ 台風の耐性に関する第三者評価

（３）平成25年度経済産業省委託事業〔災害に強い電気設備検討調査（送電鉄塔）※２〕の評価

自然現象と
送電鉄塔設計

の関係性

十分な統計データが存在する自然現象に対する構造設計においては、過去最大
級の事象に近いものといった単一の過去の事象を用いるよりは、統計的に十分な
データ数にもとづいた資料から客観的に評価し、要求性能に応じた再現期間にもと
づく設計荷重とすることが合理的

「過去最低中心
気圧の台風」へ
の耐性評価

以下の理由を踏まえ、台風の規模（強さ）が現状と大差なく、過去の統計的な実績
にもとづく蓋然性の高い経路で襲来するとすれば、送電鉄塔の耐力が確保されて
いると評価できる
 特殊地形や地域別の風速や局地条件により、個別に設計風速（45～60m/s）を割り増す等

の対策が取られていること
 大型鉄塔や特殊箇所等に、最大瞬間風速

の50年再現期間値にもとづき設定した地域
別風圧値が適用されていること（右図）

 上記再現期間から想定される安全性は、
実際の風向別風速分布に置き換え、再検
討すると、150年に相当するとの研究成果※３

があること

JEC-127(1979）における基準速度圧マップ

高温季（4～11月）

※３．電力中央研究所レビュー№48「送電設備の風荷重
・風応答評価技術」より

※２．自然災害発生時の送電鉄塔の耐性等に関する調査
（委員長：大熊 神奈川大学名誉教授）

４．台 風
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Ⅳ 竜巻への耐性評価

F0 17～32m/s
（約15秒間の平均）

煙突やアンテナ
が壊れる

F1 33～49m/s
（約10秒間の平均）

屋根瓦が飛び窓
が割れる

F2 50～69m/s
（約7秒間の平均）

住家の屋根がは
ぎとられる

F3 70～92m/s
（約5秒間の平均）

住家が倒壊、自
動車が飛ぶ

F4 93～116m/s
（約4秒間の平均）

住家が飛散、列
車が飛ぶ

F5 117～142m/s
（約3秒間の平均）

住家は跡形もな
い

藤田スケール（気象庁ＨＰより）

￮ 送電鉄塔の竜巻に対する耐性については、文献「竜巻等の実
態および発生予測と対策」 （文部科学省調査研究、2008）にお
いて、電技の風速(40m/s）を考慮すれば、Ｆ１クラス以下で構造
上問題となることはほとんどなく、さらに局所的な現象の場合、
Ｆ２クラス相当にも耐えられるとの記載あり

断線

支持
碍子
破損

飛来物

F3クラスでの被害状況

￮ 国内観測最大クラスはF3（風速70～92m/s）であり、F4（風速93
～116m/s）以上は観測されていない

￮ F3クラス発生による送電設備の被害は、一部設備損壊のみ（
66kV規模の電線断線やがいし破損等で、同竜巻が通過した
500kV送電設備には被害無し）
⇒ 鉄塔倒壊など大規模な損壊には至らず

５．竜 巻 （１）文献等及び過去の被害実績による耐性評価

文献等

過去の被害実績

竜巻ルートの作成
気象庁ＨＰより、竜巻発生場
所と消滅場所を直線で結ぶ

竜巻発生場所
（常総市大沢新田）

竜巻消滅場所
（つくば市平沢）
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５．竜 巻 （２）電力供給への影響評価

￮ 海外では、竜巻による鉄塔倒壊の事例（右図参照）があ
る。F4クラス以上の竜巻などでは、鉄塔倒壊の可能性は
否定できない

テネシー川流域開発公社所有の送電線
最大規模は改良藤田スケールでF5相当
【Wikipedia：April 25-28, 2011, tornado
outbreakより】

2011年4月に米国で発生した竜巻による被害

電力供給システムは多重化・多ルート化で構築されてお
り、局地的に発生する竜巻により、著しい供給支障発生
の可能性は極めて低い

発電所 発電所

変電所 変電所

変電所

変電所

Ａルート

Ｃルート

Ｂルート

変電所

１
号
線

２
号
線

各送電線は、１号線が使えない場合で
も送電できるように２回線にしている

Ａルートの送電線が使え
なくなっても、Ｂルートま
たはＣルートで送電でき
るように送電線を多ルー
ト化している

送電設備の多重化・多ルート化の例

×

平成19年4月にまとめられた「電力系統の構成及び運用に関する研究会（委員長：横山東京大学大学
院教授）報告書」では、『電力各社の基幹系統は、構成および運用ともにループ（複数の異なるルートで
環状に接続）』『ルート事故でも直ちに停電が起こらない構成』であることが確認されている

Ⅳ 電力供給への影響評価 90



Ⅳ まとめ（暴風）

￮ 過去の倒壊被害を踏まえた再発防止対策（強風が局地的に強められる特殊箇所は、風
圧値を割増など）を逐次、国の基準（電技、風速40m/s）に加え、民間規程等へ反映

￮ 台風による鉄塔倒壊被害は減少傾向（2005年度以降は倒壊被害なし）にあり、また第三
者による調査結果（平成25年度経済産業省委託事業）においても、台風への耐性は有り
と評価

（１）台 風

￮ 文献や過去の被害実績から、F3クラス以下の竜巻については、鉄塔倒壊までは至らず

￮ 万一、F4クラス以上の竜巻発生時は、電力供給システムは、多重化・多ルート化で構築
されているため、著しい供給支障発生の可能性は極めて低い

（２）竜 巻

６．まとめ
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Ⅰ 南海トラフ巨大地震および首都直下地震

（１）火力発電設備

（２）送電設備、変電設備

Ⅱ 自然災害発生時の復旧迅速化対策

Ⅲ 集中豪雨

Ⅳ 暴風（竜巻、台風等）

Ⅴ 大規模火山噴火

（１）火力発電設備

（２）送電設備、変電設備

Ⅵ 太陽フレアに伴う磁気嵐
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 対象とする大規模火山噴火は、「富士山ハザードマップ検討委員会報告書」（平成16年6月）の

被害想定に用いられている最大規模の噴火である宝永噴火とした。

 上記報告書の「降灰可能性マップ※」にて、コンバインドサイクル（ガスタービン）発電所地点の

降灰深を確認し、ガスタービン吸気フィルタへの詰まりの影響を評価。

 対象となる発電所は、東京電力６発電所（発電出力計1,534万kW）、降灰深はいずれも2cm。

降灰可能性マップ（出典：富士山ハザードマップ検討委員会報告
書）とコンバインドサイクル（ガスタービン）発電所地点

※降灰可能性マップ：

噴火位置の分布（大規模噴火
火口分布領域）と発生時期毎の
降灰分布（12ヶ月分の月別降灰

分布）を包括して作成された降
灰分布図。

●コンバインドサイクル
（ガスタービン）発電所

降灰深(cm)

Ⅴ（１） 対象とする大規模火山噴火（降灰）の想定 93



１次フィルター２次フィル
ター

 吸気フィルター

燃焼用空気や部品（燃焼器やタービン翼）の冷却用空気を取り込む際、吸気ダクト入口に塵やゴミを除
去するために設けられた、ガスタービン設備に特有なフィルターのこと。

１次フィルターと２次フィルターがあり、１次フィルターは粗塵除去のためのフィルター、２次フィルターは
１次フィルターを通過した細かな塵埃を捕集する高性能フィルターである。

燃焼用空
気

燃焼ガス

ウェザールーバー

※ フィルター前面にはウェザールーバーが設置さ
れており，降灰を吸い込みにくい構造になって
いる。

Ⅴ（１） ガスタービン吸気フィルターの概要① 94



 通常時の吸気フィルターの管理方法

 吸気フィルターの入口部と出口部の圧力差（差圧）で詰まりの状況を管理し、フィルターの取替

管理値に従って適切な時期に交換を実施。

 通常、発電所の停止（約１年毎）に合わせて交換を実施）

Ⅴ（１） ガスタービン吸気フィルターの概要② 95



Ⅴ（１） 降灰によるガスタービン吸気フィルターへの影響評価と対策

 大規模火山噴火に対する対策

噴火が発生した場合には、順次以下のような対策を図り供給力の確保に努める。

・ 火山情報を把握しながら、事前に交換用のフィルターの早期調達及び交換作業要員

の確保。

（フィルターの取り換えには、数日程度／ユニット。現状の要員で対応可能。）

・ 詰まり状況の把握のため、フィルターの差圧の監視強化。

・ フィルターの詰まり状況と調達状況を勘案しながら、必要に応じて発電出力の抑制ま

たは停止措置等によりフィルターの延命化を図り、計画的な交換を実施。

・ 吸気フィルターへの火山灰の詰まりにより、急激な差圧の上昇と、通常よりも早期の取

替管理値への到達が懸念される。

・ フィルタ取替頻度は、降灰量とフィルター粉塵捕集性能から、約10日毎（平均）※と想定。
※１ヶ月間噴火が継続する一定量噴火モデル（富士山ハザードマップ検討委員会報告書）より試算。

 降灰による吸気フィルターへの影響評価

フィルターの延命化による供給力への影響（例）：
電力需要の変化に合わせた運転時間の制限（昼間運転、夜間停止等）により、対象６発電所出力合計の２～３
割程度の供給力低下を想定。
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Ⅰ 南海トラフ巨大地震および首都直下地震

（１）火力発電設備

（２）送電設備、変電設備

Ⅱ 自然災害発生時の復旧迅速化対策
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（１）火力発電設備

（２）送電設備、変電設備
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Ⅴ（２） はじめに（大規模火山噴火）

１．目的

￮ 大規模火山噴火への対応として、富士山噴火を事例に、降灰、溶岩流および火砕流等に
よる被害状況の評価及び対応策を検討

３．検討方法

（１）降灰

￮ 過去の被害発生等状況を踏まえ、「降灰」による被害想定に基づき、電力供給への影響（著しい供給
支障発生の有無）を評価

（２）溶岩流、火砕流等

￮ 「溶岩流」「火砕流」「融雪型火山泥流」 「噴石」「土石流」の被害想定に基づき、被害想定範囲の設備
が全損壊するものと仮定して、電力供給への影響（著しい供給支障発生の有無）を評価

２．検討対象

￮ 対象設備は、１７万Ｖ以上の送電設備と変電設備

￮ 富士山ハザードマップ検討委員会報告書（H16年7月内閣府等）に基づく被害想定
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火山名
主な

降灰時期
主な観測所における降灰堆積量 停 電 設備被害

桜島
昭和50年代～
昭和60年代

１日当たり6,697g/m2（昭和59～60年）
鹿児島地方気象台

なし

なし
阿蘇山

平成元年～
平成２年

１日当たり3,728g/m2（平成２年）
阿蘇山測候所（黒川観測点）

なし※１

雲仙岳
(普賢岳)

平成３年～
平成７年

１日当たり576g/m2（平成５年）
雲仙岳測候所

なし

霧島山
(新燃岳)

平成23年
年間8,848g/m2（平成23年）※２

都城市観測（山田地区）
なし

【九州地方における主な降灰に伴う１７万Ｖ以上の送変電設備への影響実績】

（１）過去の火山噴火（降灰）による送変電設備への影響

￮ 九州地方の火山噴火（降灰）によって、１７万Ｖ以上の電気設備における供給支障事故および設
備被害は無し

（参考）
※１．阿蘇山噴火により、霧雨の影響で水分を多量に含んだ降灰が66kV送

電線の碍子に付着し、鉄塔１基のみ絶縁性能の低下により供給支障
事故が断続的に発生。ただし、２分以内に再送電しており、長期間に
は至らず

【右写真】66kV送電線事故における事故点周辺の降灰付着状況（通電状態）

４．降灰の影響

霧雨状況下で降灰のがいしへの付着

※２．観測所の測定データではないが、公的機関の現地調査にもとづくデー
タあり（次頁参照）

Ⅴ（２） 降灰による送変電設備への影響（１） 99



【参考】産業技術総合研究所(以下、「産総研」という。）等の調査データ（平成23年1月26日～27日）

霧島

都城

宮崎

日南

串間

志布志

500g/ｍ2

＞0g/ｍ2

1,000g/ｍ2

2,000g/ｍ2

5,000g/ｍ2

500g/ｍ2

＞0g/ｍ2

10,000g/ｍ2

30,000g/ｍ2

50,000g/ｍ2

100,000g/ｍ2

新燃岳

霧島山（新燃岳）降灰量【g/m2】

220kV送電線 №22

3,000g/ｍ2

凡例
1/28～29の国交省調査に
もとづく降灰量1cmの範囲

産総研調査データ

国交省調査

産総研調査

2/3の220kV送電線№22付近
・現地目測の結果、約10cm程度の積灰を確認
・1/26噴火後の7日目の状態であり、単純計算
で1.4cm/日の降灰量

産総研および国交省データの比較
産総研と国交省データを比較すると、降灰1cm
の範囲は、10,000～30,000g/m2の範囲に該当

Ⅴ（２） 降灰による送変電設備への影響（２） 100



＜降灰対策の基本フロー＞

現場巡視による
降灰状況の確認

降灰除去作業の実施

事故の可能性

電気事故発生前

設備健全性維持（含．事故復旧）

ありなし

＜降灰除去作業の例＞

ウエスによる拭上げ清掃

（２）灰除去作業を基本とした対応

￮ 周辺環境により、降灰時に局所的に電気事故が発生
する可能性は否定できないことから、巡視・点検等で
現場の降灰状況を確認し、必要に応じて※３予防保全
的措置としての灰除去を実施

※３．風による飛散や雨洗効果の可能性

￮ 電気事故が発生しても、汚損碍子の清掃により機能
回復が可能

⇒ 著しい供給支障には至らない

＜ITVカメラで確認された雨洗効果の状況＞

リーク音、コロナ放電の有無等

電気事故発生後
４．降灰の影響

噴火直後 翌日 降雨後

リーク音、コロナ放電なし 雨洗効果により取り除かれている

Ⅴ（２） 降灰への対応 101



（３）富士山噴火による降灰影響評価

月堆積量 日平均堆積量

50cm 1.7cm（50/30）

30cm 1cm（30/30）

10cm 0.3cm（10/30）

2cm 0.06cm（2/30）

凡例
：富士山降灰可能性マップの１日当たり

の降灰厚さ（下から2、10、30、50㎝の値）
：九州地方の降灰厚さ（実績）

（1㎜の厚さを1000～1700g/m2と想定）

【換算方法の出典】
気象庁「降灰予報の高度化に向けた検討
会（第１回）」の参考資料２より

降灰分布の30㎝以上で、確認できた九州地方の最大降灰量（観測所の実績値）を超過するものの、当
該範囲にある１７万Ｖ以上の全設備で電気事故が発生した場合でも、電力供給に必要な最小限の設備
（１ルート確保）に対して、灰を除去できる体制（要員数）を有していることを確認（次頁参照）

【影響を踏まえた対策の検証】

富士山ハザードマップによる降灰量（月堆積最大量）

降灰による著しい供給支障は発生しない

105

降
灰

の
厚

さ
【
c
m

・
日

】

想
定

降
灰

の
重

さ
【
g/

m
2
・
日

】

0.01

0.1

1

10
1.0～1.7×

102

103

104

0.06

0.3

1

1.7

阿蘇

桜島

雲仙

0.06
0.03

0.7

0.4

0.2

４．降灰の影響

霧島山

1.4（参考）
〔現地目測〕

Ⅴ（２） 富士山噴火による降灰影響評価

１日当たりの降灰量の比較

降灰分布の30cm以上の範囲にある
１７万V以上の設備は、変電所１箇所
、鉄塔基数１２５基（２ルート）

Ｄ変電所

275kV Ｂ’線

500kV Ｃ線

500kV Ａ線

Ｅ変電所

至：Ｆ発電所

275kV Ｂ線
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会社 所在設備数※１
復旧体制

必要とする
班体制

要員数 具体的な対応

東京
送電鉄塔※２

（基）

４９基 １７班 ２０４名 拭き上げ清掃

電源
開発

７６基 ２６班 ３１２名 拭き上げ清掃

東京
変電所

（箇所）
１箇所 ＿ 約１００名 拭き上げ清掃

（参考）灰除去の作業体制の検証結果

￮ 東北地方太平洋沖地震における東京電力の復旧要員（社員・協力会社）は、３/１１～１３の平
均で、送電設備約５５０名、変電設備１,３６０名

￮ 電力供給に必要な最小限の設備 （１ルート確保）に対して、灰を除去できる体制が構築できる
ことを確認しており、早期復旧は可能

送電鉄塔： 作業体制（以下、「班体制」という。）は作業員１２名、１日３基と想定
変 電 所： 作業体制は作業員約１００名、１日１変電所と想定

※１． 月堆積量30cm以上の範囲のうち、Ａ線（４１基）、Ｂ線（９０基）は、その一部が溶岩流の影響により使用
できないことから除外

Ⅴ（２） 参考：灰除去作業体制の検証

※２． 灰除去を必要とする送電鉄塔は、東京電力（４９基）あるいは電源開発（７６基）のいずれかであるため、
周辺状況等に応じて、２社が協調して対応する
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Ｄ変電所

275kV Ｂ線

275kV Ｂ’線500kV Ａ線

500kV Ｃ線

（１）設備被害と電力供給への影響
￮ 被害想定範囲が最大となる溶岩流について、同範囲にある設備が損壊すると仮定した場合、送

電線２線路（A線およびB線）について、被災の可能性有り。ただし、系統操作（Ｄ変電所へはＢ’線
あるいはＣ線より供給）により供給支障の解消（または回避）が可能

Ｄ変電所

275kV Ｂ線

500kV Ａ線

500kV Ｃ線

（参考）溶岩流の例

（２）系統切替による救済方法【溶岩流のケース】

被災箇所

５．溶岩流、火砕流、融雪型火山泥流、噴石の影響

Ｅ変電所

Ｆ発電所

Ⅴ（２） 溶岩流、火砕流、融雪型火山泥流等の影響評価

275kV Ｂ’線

会社名 被災可能性のある変電所（箇所） 被災可能性のある送電線 供給支障量

東京 なし ５００ｋＶ Ａ線 鉄塔２基 なし

電源開発 なし
２７５ｋＶ Ｂ線 鉄塔１０１基
（Ｆ発電所～Ｄ変電所間）

なし
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（１）土石流マップの考え方

￮ 富士山ハザードマップ検討委員会報告書
の被害マップは、降灰10cm以上エリアのう
ち、「各都道府県が調査した土石流危険渓
流」と「国交省の調査要領にもとづく谷地形
（1/25,000の地形図より抽出）」を基に作成

（富士山ハザードマップ検討委員会報告書より）

① 降灰10㎝以上のエリアに存在する対象設備について、『被害エリアに該当する変電所はない
こと』と『送電線は被害エリアを経過するものの、渓流や谷地形の箇所に鉄塔を建設していな
いこと』を管理図面にて確認

② 降灰後の降雨時の影響については、電気設備周辺の土石流の発生状況を確認するため、予
防（保安）巡視を実施する保全体制を構築（集中豪雨等の発生時には既に実施済）

③ 万一、降雨量の影響（富士山ハザードマップ検討委員会報告書では、言及なし）等により、電
気設備に影響を与える土石流に発展したとしても、電力供給システムの多重化・多ルート化に
より被害は限定的

（対象設備数 変電所：７箇所、送電線：１０線路７６２基）

降灰10cm以上のエリア

（２）土石流の影響評価

６．土石流の影響

Ⅴ（２） 土石流の影響評価

土石流による著しい供給支障発生の可能性は極めて低い
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７．まとめ

（１）降灰

￮ 「降灰」の被害想定に基づき、過去の被害発生等状況から降灰による設備への影響を
評価した結果、著しい供給支障は発生しない

（２）溶岩流、火砕流、融雪型火山泥流、噴石

￮ 「溶岩流」「火砕流」「融雪型火山泥流」 「噴石」の被害想定に基づき、被害想定範囲の
設備が全損壊するものと仮定して評価した結果、系統切替等により、著しい供給支障は
発生しない

Ⅴ（２） まとめ（大規模火山噴火）

（３）土石流

￮ 「土石流」の被害想定に基づき、被害想定範囲の影響を評価した結果、設備の設置状
況、電力供給システムの代替性の確保等により、著しい供給支障発生の可能性は極め
て低い
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Ⅰ 南海トラフ巨大地震および首都直下地震

（１）火力発電設備

（２）送電設備、変電設備

Ⅱ 自然災害発生時の復旧迅速化対策

（１）火力発電設備

（２）送電設備、変電設備

Ⅲ 集中豪雨

Ⅳ 暴風（竜巻、台風等）

Ⅴ 大規模火山噴火

（１）火力発電設備

（２）送電設備、変電設備

Ⅵ 太陽フレアに伴う磁気嵐
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Ⅵ 太陽フレアに伴う磁気嵐の影響

１．太陽フレアに伴う磁気嵐が電気設備に与える影響

太陽フレアに伴う磁気嵐によって地磁気誘導電流（直流分）が系統に流れ、それが電気設備に与える
影響として、以下のようなものが考えられる。
(1)変圧器への影響

直流分が流れ込むことで、変圧器磁気回路に飽和が生じ、鉄心付近が加熱する。

※「直接接地かつ長距離送電線の末端に設置される変圧器」において影響が出やすい

(2)電圧低下
変圧器鉄心の飽和により無効電力消費が増大し、電圧低下を生じる。

(3)高調波の発生
変圧器鉄心の飽和により高調波成分が系統に発生し、各機器の動作特性に悪影響を与
えることがある。

(4)保護リレーの不要動作
地磁気誘導電流が大きい場合に保護リレーが不要動作する。

出典：第１回電気設備自然災害等対策ＷＧ

資料２より抜粋
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Ⅵ 過去事例

２．過去事例（１９８９年３月 カナダ ハイドロケベック社）

○停電発生メカニズム （March 13, 1989 Geomagnetic Disturbance(NERC)より抜粋）
太陽フレアに伴う磁気嵐が発生

↓
磁気嵐による地磁気の変動により地磁気誘導電流が発生

↓
地磁気誘導電流により変圧器鉄心が飽和し高調波が発生

↓
高調波により調相設備の保護装置が動作し調相設備が停止

※調相設備：変電所や長距離送電線中間に設置した無効電力設備により、無効
電力を吸収･発生して電圧を一定に保つ制御を行うもの

↓
長距離送電系統における安定的な送電ができなくなり送電線が停止

↓
大容量水力発電が送電不可（全系の約1/2の発電電力を喪失）

↓
全系崩壊

○停電影響
・停電時間：9時間
・影響規模：600万人に影響
・復興期間：数ヶ月

太陽フレアに伴う磁気嵐による電力供給への影響が過去世界最大
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Ⅵ 日本の電気設備への影響評価（過去事例）（１）

３．過去事例と同様の太陽フレアが発生した際の日本の電気設備への影響と評価

○日本の特徴（カナダとの比較）
＜電気設備の特徴＞

・カナダのような1000kmもの長距離送電線に比べ日本の送電線は短い
（最長でも100～200km程度）

・調相設備の保護装置には高調波対策を施してある

＜地理的特徴＞
・磁気緯度が低い

※カナダ65°程度、日本20～35°程度。
（磁気緯度が減少すると磁気嵐の影響も減少。(電学誌，108巻 第3号)）

出典：国土技術研究センター ホームページをもとに作成

(参考)都道府県庁所在地間の距離

北海道－東京間 約 ８３０ｋｍ

東京－鹿児島間 約 ９６０ｋｍ

北海道－鹿児島間 約１５９０ｋｍ

1989年3月の太陽フレアの影響

により停止した送電線の経路
（イメージ）
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Ⅵ 日本の電気設備への影響評価（過去事例）（２）

３．過去事例と同様の太陽フレアが発生した際の日本の電気設備への影響と評価

○ハイドロケベック社が大停電に至ったのは、以下に示すような同社の電気設備的および
地理的要因によるものと言える。
・超高圧送電線が非常に長距離かつ高緯度に位置する

→安定度の調相設備への依存度が高い
→太陽フレアにより発生する地磁気誘導電流が大きい

・調相設備の保護装置に高調波対策が施されていない
→高調波の発生により調相設備が停止

※ハイドロケベックと日本の比較
＜ハイドロケベック＞ ＜日本＞
太陽フレアに伴う磁気嵐発生

地磁気誘導電流が発生 → 変圧器に高調波発生

高調波により調相設備保護装置動作

→ 調相設備停止

長距離送電線の安定送電ができず送電線停止

→ 全系の約１／２の発電電力喪失

全系崩壊

↓

↓

↓

↓

低緯度・送電線短い
→ 地磁気誘導電流小・高調波小

低緯度 → 磁気嵐の影響小

調相設備保護装置に高調波対策実施
→ 高調波で調相設備停止しない

調相設備への依存度低い
→ (仮に)調相設備停止しても安定送電可

全系崩壊に至らない
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Ⅵ まとめ（太陽フレアに伴う磁気嵐）

４．太陽フレアに伴う磁気嵐が発生した際の日本の電気設備への影響の評価（まとめ）

○日本においては、その電気設備的・地理的特徴から、そもそも太陽フレアに伴う磁気嵐

による影響が限定的。

○仮に、巨大な太陽フレアに伴う磁気嵐の影響を受けるとした場合の、電気設備への影響

評価と対応は以下の通り。

(1)変圧器への影響（変圧器磁気飽和による鉄心加熱）

⇒一部変圧器(直接接地・主に長距離送電線末端)で影響が出る可能性は否定できないが、
その場合も周辺系統の調整により影響を回避。(平素より設備停止時の対応訓練実施)

(2)電圧低下（変圧器磁気飽和による無効電力消費増）

⇒一部変圧器(直接接地・主に長距離送電線末端)で影響が出る可能性は否定できないが、
その場合も周辺系統の調整により影響を回避。(平素より設備停止時の対応訓練実施) 

(3)高調波の発生（変圧器磁気飽和による高調波発生）
⇒高調波対策実施済み。

(4)保護リレーの不要動作（地磁気誘導電流による保護リレー不要動作）

⇒一部保護リレー(直接接地・主に長距離送電線末端)で不要動作が発生する可能性は否定
できないが、その場合も周辺系統の調整により影響を回避。(平素より設備停止時の対応
訓練実施) 

日本においては、そもそも太陽フレアに伴う磁気嵐による影響が限定的。
仮に影響を受けるとしても、設備の部分的かつ一時的な影響の可能性に止まり
著しい（広範囲かつ長期間）供給支障発生の可能性が極めて低い。
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個社説明資料

添付資料１ 関西電力株式会社の例

添付資料２ 四国電力株式会社の例



500kV Ａ変電所

No.1鉄塔

凡例（電力設備）

変電所

被災する鉄塔

被災しない鉄塔

架空送電線

500kV送電線

【被災想定 】 浸水マップ上における変電所および送電鉄塔

被災変電所
[最大浸水深]

被災送電線
[最大浸水深]

供給支障量
(kW)

500kV Ａ変電所
[約9m]

鉄塔1基
[約7m] 約23万

凡例：

自治体データを使用
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【被災想定 】 Ａ変電所 浸水断面図

約9m

GL

GL+約 9ｍであり、設備被害甚大
500kV設備

母線 変圧器 遮断器 断路器

使用不可 使用不可 使用不可 使用不可

500kVガス絶縁開閉器（遮断器・断路器）
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【被災想定 】 Ａ変電所 浸水断面図

GL+ 約9ｍであり、設備被害甚大500kV,77kV設備

母線 変圧器 遮断器 断路器

使用不可 使用不可 使用不可 使用不可

約9m

GL
500kVガス絶縁開閉器

（遮断器・断路器）
77kVガス絶縁開閉器

（遮断器・断路器）
変圧器

（500/77kV）
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【被災想定 】 正常時の送電状態と津波による被災概要（単線結線図）

（浸水深約2m）

（浸水深約9m）

上位系被災により配電用変電所が停電する

凡例

倒壊

： 上位系被災により
停電する変電所

： 鉄塔

倒壊

： 浸水する変電所

浸水被害なし

77kV送電線 77kV送電線

（注）変電所、送電線は代表的なもののみ記載

Ｂ変電所

ｃ 変電所 ｄ 変電所

Ａ変電所浸水被害なし

： 通常の送電ルート

倒壊

ｅ 変電所 ｆ 変電所

浸水被害なし 浸水被害なし

： 送電線
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【復旧概要 】 供給支障解消方策（単線結線図）

） （

凡例

： 電線を切離し

： 鉄塔

（注）変電所、送電線は代表的なもののみ記載

②

： 応急送電ルート

（浸水深約2m）

（浸水深約9m）倒壊

倒壊

浸水被害なし

77kV送電線

Ｂ変電所

①

ｃ 変電所 ｄ 変電所

Ａ変電所浸水被害なし

倒壊

③

）（

）（ｅ 変電所 ｆ 変電所

浸水被害なし

浸水被害なし

： 送電線

①Ｂ変電所仮復旧

(移動用設備。機器洗浄等）

③送電線鉄塔上で

電線接続による送電

②別ルートの送電線

に切り替え

１週間程度で仮復旧
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四国電力株式会社

Ａ線 被害想定とその対策 （１）

・187kV Ａ線については、離岸距離０．５ｋｍ以内

で浸水深２ｍ以上の鉄塔が６基となる。

Ａ線

６基 ： 浸水深さ ２．１ｍ～３．５ｍ

・同線については、長径間の河川横断の高鉄塔を

含むため、復旧には数ヶ月必要となることから、

津波漂流物の防護対策を実施する。

［津波によるＡ線の被害状況］
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四国電力株式会社

Ａ線 被害想定とその対策 （２）

津波漂流物対策施設の基本構造図
出典 由井孝昌・山本修司；津波漂流物対策施設設計ガイドライン（案）について，

沿岸技術研究センター論文集№９（2009）

端部支柱
(構造支柱) 捕捉スクリーン

端部支柱
(構造支柱)

中間支柱
(支持支柱)

基礎
直接基礎または杭基礎

［ 防護対策の一例 ］

・東北地方太平洋沖地震において、港湾に設置した津波漂流物の防護施設が漁船や車両

の漂流阻止に効果があったとの報告がある。

・このような事例を参考に、Ａ線の送電鉄塔の津波漂流物からの防護対策について、具体的

な大きさや構造などの設計を行う。

［送電鉄塔の防護対策のイメージ例］

鉄塔

防護柵

鉄塔

防護物

平面図 側面図

平面図 側面図

鉄塔の周囲を防護柵等で囲む

鉄塔の４脚を防護物で固める

添付2-2

鉄塔の４脚を防護物で固める

鉄塔の周囲を防護柵等で囲む

平面図 側面図

平面図 側面図


